
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

大 洲 市 

大洲市障がい福祉計画（第６期） 

（令和３年度から令和５年度）  
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（令和３年度から令和５年度）  



 

 

 



は じ め に 

 

 大洲市では、平成１１年３月に策定した「大洲市障が

い者計画（第１次）」を第一歩として、平成３０年３月

に策定した「大洲市障がい者計画（第５次）」、「大洲市

障がい福祉計画（第５期）」及び「大洲市障がい児福祉

計画（第１期）」に至るまで、それぞれの計画に基づき、

障がい児・者施策の総合的、計画的な推進に取り組んで

まいりました。 

今回策定した「大洲市障がい福祉計画（第６期）」及

び「大洲市障がい児福祉計画（第２期）」では、令和３

年度から令和５年度までの３年間を計画期間として、福

祉施設入所者の地域生活への移行や地域生活支援拠点等の整備、また障がい児に対す

る切れ目のない支援体制の構築などの成果目標を定め、引き続き「すべての市民がと

もに支え合い、だれもが安心して暮らせる社会の実現」を目指すものであります。 

現在、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、私たち

の日常生活は、大きな影響を受けており、新しい生活様式を確立していくことが求め

られています。そしてウィズ・コロナの時代に対応するため、福祉行政を含む様々な

分野における活動や社会構造においても、大きな転換期を迎えています。 

そのため、本市の障がい福祉施策におきましても、「新たな日常」に対応しながら、

これまで以上にきめ細かな対応が求められることとなります。本計画におきましても、

前期計画に掲げた「ふれあい きらめいて暮らせるまち 大洲」を基本理念として、積

極的な支援等を展開し、より充実した取組を推進してまいります。 

結びに、本計画の策定に当たり、アンケート調査等を通じて貴重なご意見やご提言

をいただきました市民の皆様をはじめ、大洲市障がい者自立支援協議会委員の皆様、

障がい者団体や関係機関の皆様に心から感謝を申し上げますとともに、今後とも計画

の実現に向けて一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

  令和３年３月 

 

                     大洲市長  二 宮 隆 久 
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１ 計画策定の趣旨 

 

我が国の障がい者施策は、昭和 56年の「国際障害者年」とこれに続く「国連・障害者の

十年」を契機として、平成５年 12月には「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に

改正・公布し、平成７年12月に「障害者プラン～ノーマライゼーション７か年戦略～」を、

平成 14年 12月に「障害者基本計画」を、平成 25年９月に「新障害者基本計画」を策定し

ており、平成 29年に「障害者基本計画（第４次）」の見直しを行いました。 

愛媛県においては、昭和57年３月に「心身障害者福祉対策長期指針」を、平成７年３月、

平成 17 年３月、平成 27 年３月に続いて、令和２年３月に「第５次愛媛県障がい者計画」

を策定し、障がい保健福祉の諸施策の基本的な取組方向を示しています。 

この間、障がい者の自立意識の高揚はもとより、バリアフリー化の推進、障がい者の社

会参加の促進、市民の障がい者福祉に対する理解や認識の高まりなど、障がい者福祉の着

実な進展が図られてきた一方、障がいの重度化、高齢化の進行によって、そのニーズも複

雑・多様化してきました。 

このような状況の中、平成 18年４月には、「障害者自立支援法」が施行され、これまで

障がいの種別ごとにサービスを提供していた仕組みが改められ、原則として市町村が一元

的に障害福祉サービスを提供する新たな制度がスタートし、抜本的に障がい者施策を改革

する内容となりました。 

さらに平成 25年６月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者

差別解消法）」が制定され、「障害者権利条約」が平成 26 年１月に批准されたほか、「障

害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」や「国

等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推

進法）」等が施行されています。 

平成 27 年１月には「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行、平成 28 年には

４月に「障害者差別解消法」、「改正障害者雇用促進法」、８月に「改正発達障害者支援

法」の施行に加えて、６月に「改正総合支援法・改正児童福祉法」が公布され、障がい者

が自らの望む地域生活を営むことができるよう「生活」と「就労」に対する支援の充実や、

障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援拡充、サービスの質の確

保・向上のための環境整備等の実施にさらに取り組んでいくことになりました。 

また、平成 30年６月には文化庁により「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」

が施行され、文化芸術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進が図

られることになりました。 

このように障がい者を取り巻く状況が大きく変化している中、大洲市では、障がい者施

策を総合的かつ計画的に推進するため「障がい者計画（第５次）」を策定しており、今回、

その実施計画となる「障がい福祉計画（第５期）」及び「障がい児福祉計画（第１期）」を

改定することとしました。 

第１章 計画の策定にあたって 
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２ 計画の位置づけ 

 

この計画は、障害者総合支援法第 88条に基づく「市町村障害福祉計画」とともに、児童

福祉法第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定するものであり、

本市が平成 30 年３月に策定した「大洲市障がい者計画（第５次）」の実施計画として策定

するものです。 

また、国の基本指針に即し、第５次愛媛県障がい者計画との整合性を確保するとともに、

大洲市総合計画や市が策定した各種計画等との整合性を図り策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

 

「障害者基本計画（第４次）」を踏まえ策定された「大洲市障がい者計画（第５次）」は、

平成 30年度から令和５年度を計画期間としています。 

「障害者総合支援法」に基づく「大洲市障がい福祉計画」については、令和２年度に終

了する第５期計画に続き、令和３年度から令和５年度を第６期として定めます。「児童福

祉法」に基づく「大洲市障がい児福祉計画」については、令和３年度から令和５年度を第

２期として定めます。 

なお、計画期間中に大幅な制度改正が行われた場合は、計画を修正する場合があります。 

 

 

 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

障がい者計画（第５次）  
      

       
       

障がい福祉計画（第６期）  

      

      
      

障がい児福祉計画（第２期）  

      

      
      

「 
障がい者計画（第５次） 

障がい児福祉計画（第２期） 

障がい福祉計画（第６期） 

 

 

 

第２次大洲市 

総合計画 

（H29～R８年度） 

第５次愛媛県障がい者計画 

国：障害者基本計画（第４次） 
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１ 障がい児・者支援に関する国の動向 

 

障がい児・者に対する支援については、障害者基本法施行から 50年、障害者自立支援法

施行から14年が経過しているにもかかわらず、一人ひとりニーズが異なる障がい児・者施

策はまだまだ発展途上にあり、法制度も随時改正されています。 

障がい児・者支援制度のこれまでの発展過程を総括しつつ、障害者差別解消法の施行や

改正障害者総合支援法・改正児童福祉法など、最新の動向に対応する必要があります。 

 

障がい児・者に関する国の動向一覧 

年 国 

平成 18年 

●障害者自立支援法の施行 

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

の施行 

障害者 

基本計画 

（第２次） 

重点施策

実施 

５か年 

計画 平成 19年 ●障害者権利条約署名 

平成 20年 ●児童福祉法の改正 
重点施策

実施 

５か年 

計画 

平成 21年  

平成 22年 ●障害者自立支援法の改正 

平成 23年 ●障害者基本法の一部を改正する法律の施行 

平成 24年 ●障害者虐待防止法の施行 

平成 25年 
●障害者総合支援法の施行 

●障害者優先調達推進法の施行 

障害者基本計画 

（第３次） 

平成 26年 

●障害者権利条約の批准 

●改正精神保健福祉法（平成 26年４月施行） 

●障害児支援の在り方について報告書（平成 26年７月） 

平成 27年 ●難病の患者に対する医療等に関する法律の施行 

平成 28年 

●障害者差別解消法の施行 

●障害者雇用促進法一部改正の施行 

●改正総合支援法・改正児童福祉法（平成 28年６月公布） 

●改正発達障害者支援法（平成 28年８月施行） 

平成 29年 

●障害児福祉計画に係る障害児の子ども・子育て支援等の

利用ニーズの把握及びその提供体制の整備等について

（平成 29年３月［厚労省通知］） 

平成 30年 

●障害者総合支援法、児童福祉法、発達障害者支援法の改正 

●障害者雇用促進法の改正 

●障害者基本計画（第４次計画） 

●障害者文化芸術活動推進法の施行 
障害者基本計画 

（第４次） 

令和元年 
●障害者活躍推進プラン公表 

●読書バリアフリー法の施行 

令和２年 ●改正児童福祉法 

 

第２章 国の動向・基本指針 
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法律や制度の動向 

項 目 内 容 

１「障害者総

合支援法」

の施行と改

正 

●平成 22年 12月に障がい者施策の大きな転換点となった「障害者自立支援法」が

一部改正 

●平成 25年４月には「障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律）」が施行 

●これに先立つ、いわゆる「整備法」により、障がい児への支援も強化 

●“共生社会の実現”のために、基本理念として“社会参加の機会の確保及び地域

社会における共生・社会的障壁の除去”が明記 

↓ 

  障害者総合支援法及び児童福祉法の改正 施行期日：平成 30年４月１日  

 【趣 旨】 

●障がい者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就

労」に対する支援の一層の充実 

●高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見

直し 

●障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充

とサービスの質の確保・向上のための環境整備等の実施 

【概 要】 

（１）障がい者の望む地域生活の支援 

・地域生活への円滑な移行支援 

・障害福祉サービスから介護サービスへの移行支援 

（２）障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

・第一次障がい児福祉計画の策定 

（３）サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

 

   

２「障害者基

本法」の一

部改正 

●「障害者基本法の一部を改正する法律」が平成 23年８月に公布（一部を除き同日

施行） 

●全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会を実現するとの目的規定の見直し、障がい者

の定義の見直しや差別の禁止など規定 

３「障害者差

別解消法」

が成立 

●国連の障害者権利条約の批准に必要な国内法として、「障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律」、いわゆる「障害者差別解消法」が平成 28 年４月１日

から施行 

●障がい者の要望等に応じて、国や自治体など行政機関は、日常生活や社会参加の

障壁を取り除く配慮を行うことが義務化 

４「障害者虐

待防止法」

が成立 

●虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐことを目的とし

て「障害者虐待防止法」が平成 24年 10月 1日から施行 

●国や自治体、障がい者福祉施設で働く者、障がい者を雇用する者は、障がい者虐

待の防止等に努める。 

●障がい者虐待を発見した者には通報を義務付け 

５「障害者基

本計画」の

策定 

●「障害者基本法」に基づく計画として、国における障がい者施策の基本的方向を

定める「障害者基本計画（第３次）」が平成 25年９月に策定（平成 25～29年度ま

で） 

●障害者基本法改正（平成 23年）、障害者差別解消法の制定（平成 25年）等を踏ま

え施策分野の新設及び既存分野の施策の見直しが行われ、成果目標の設定及び計

画の推進体制が強化 
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２ 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画にかかる基本指針について 

 

国が示す「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基

本的な指針」（以下、「基本指針」という。）は、障害者総合支援法第 87条第１項及び児童

福祉法第 33 条の 19 の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等

の円滑な実施を確保することを目的としています。 

令和２年５月に基本指針が改正され、下記のような改正内容が示されました。 

 

１ 「基本指針」見直しの主なポイント 
   
  

（１）地域における生活の維持及び継続の推進   
   
  

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築   
   
  

（３）福祉施設から一般就労への移行等   
   
  

（４）「地域共生社会」の実現に向けた取組   
   
  

（５）発達障がい者等支援の一層の充実   
   
  

（６）障害児通所支援等の地域支援体制の整備   
   
  

（７）障がい者による文化芸術活動の推進   
   
  

（８）障害福祉サービスの質の確保   
   
  

（９）福祉人材の確保 

 

「基本指針」見直しの主なポイントの具体的な内容として下記が示されています。 

基本指針 内 容 

１ 地域における生

活の維持及び継続

の推進 

・地域生活支援拠点等の機能の充実を進める。 

・日中サービス支援型共同生活援助等のサービスを踏まえた地域移行の検討 

２ 精神障がいにも

対応した地域包括

ケアシステムの構

築 

・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を一層推進するた

め、精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活

日数を成果目標に追加する。 

・ギャンブル等依存症をはじめとする依存症について、自治体や関係者等の

地域の包括的な連携協力体制の構築や依存症の理解促進等、依存症にかか

る取組事項を盛り込む。  
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基本指針 内 容 

３ 福祉施設から一

般就労への移行等 

・一般就労への移行や工賃・賃金向上への取組を一層促進させる。 

・就労定着支援事業の利用促進を図り、障がい者が安心して働き続けられる

環境整備を進める。 

・地域共生社会の実現に向け「農福連携ビジョン」を踏まえた農福連携のさ

らなる推進とともに、多様なニーズに対応した就労支援として、大学在学

中の学生や高齢者に対する就労支援について追加する。  

４ 「地域共生社会」

の実現に向けた取

組 

・「相談支援」「参加支援（社会とのつながりや参加の支援）」「地域やコミュ

ニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援」を一体的に実施する包

括支援体制について、基本的な姿勢や理念を盛り込む。 

 

５ 発達障がい者等

支援の一層の充実 

・発達障がい者等に対して適切な対応を行うため、ペアレントプログラムや

ペアレントトレーニングなどの発達障がい者等の家族等に対する支援体

制の充実を図る。 

・発達障がいを早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があるこ

とから、発達障がいの診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確

保することの重要性を盛り込む。 

６ 障害児通所支援

等の地域支援体制

の整備 

 

・難聴障がい児の支援体制について、中核的機能を有する体制確保等が必要

である旨を盛り込む。 

・児童発達支援センターや障害児入所施設について、今後果たすべき役割を

明記する。 

・障害児入所支援における 18 歳以降の支援のあり方について、関係機関が

参画して協議を行う体制の整備について盛り込む。自治体における重症心

身障がい児及び医療的ケア児のニーズの把握の必要性について明記する。 

７ 障がい者による

文化芸術活動の推

進 

・国の計画を踏まえ、関係者等の連携の機会の設置、人材育成や創造活動へ

の支援等の取組の推進をより図るため、障がい者による文化芸術活動を支

援することの重要性を盛り込む。 

８ 障害福祉サービ

スの質の確保 

・多様となっている障害福祉サービスを円滑に実施し、より適切に提供でき

るよう、サービス事業者や自治体における研修体制の充実や、適正なサー

ビス提供が行えているかどうかを情報収集するなど、各種取組について盛

り込む。 

９ 福祉人材の確保 ・関係団体等からの要望が多くあることから、福祉人材の確保施策について

盛り込む。 
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１ 総人口・障害者手帳所持者数の推移 

 

令和２年９月 30日現在、本市の人口は、42,148人となっています。 

障害者手帳の所持者数は、2,653人で、人口に占める手帳所持者の割合は、6.29%となっ

ています。 

人口については、減少傾向で推移しており、平成 30 年から令和２年にかけて 1,392 人

（3.20％）減少しています。また、障害者手帳所持者数についても平成 30年から令和２年

にかけて７人（0.26％）減少と、わずかながら減少傾向で推移しています。 

 

障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総人口は、各年９月30日現在 

※障害者手帳所持者は、各年３月31日現在 

 

（単位：人） 

  平成 30年 平成 31年 令和２年 

総人口 43,540 42,804          42,148 

障害者手帳所持者 2,660 2,597           2,653 

総人口に占める障害者手帳所持者の割合 6.11% 6.07%           6.29% 

 

 

第３章 障がい者等の現状 

43,540 42,804 42,148

2,660 2,597 2,653

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成30年 平成31年 令和２年

手
帳
所
持
者
（
人
）

人
口
（
人
）

総人口

障害者手帳所持者



10 

 

2,004 1,901 1,917

452 473 485
204 223 251
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身体障害者手帳所持者

療育手帳所持者
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２ 障がい別障害者手帳所持者数の推移 

 

市の障害者手帳所持者は、令和２年３月 31日現在、身体障害者手帳所持者が 1,917人、

療育手帳所持者が 485人、精神障害者保健福祉手帳所持者が 251人となっています。 

平成 30 年と比較すると、身体障害者手帳所持者は 4.34％減少、療育手帳所持者は

7.30％増加、精神障害者保健福祉手帳所持者は 23.04％増加となっています。 

 

障害者手帳所持者数の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい・年齢別障害者手帳所持者数（各年３月31日現在） 

（単位：人） 

 
身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 

精神障害者保健福祉 

手帳所持者 

平成

30年 

0～9歳 8 26 0 

10～17歳 17 39 1 

18～34歳 41 124 23 

35～49歳 118 109 74 

50～64歳 267 85 69 

65～74歳 447 53 29 

75歳以上 1,106 16 8 

合計 2,004 452 204 

平成

31年 

0～9歳 10 28 0 

10～17歳 16 43 2 

18～34歳 35 125 20 

35～49歳 102 120 77 

50～64歳 259 88 80 

65～74歳 426 47 34 

75歳以上 1,053 22 10 

合計 1,901 473 223 

令和

2年 

0～9歳 10 26 0 

10～17歳 20 48 2 

18～34歳 32 126 34 

35～49歳 98 119 78 

50～64歳 264 94 85 

65～74歳 439 49 44 

75歳以上 1,054 23 8 

合計 1,917 485 251 
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３ 身体障害者手帳所持者の状況 

 

（１）等級別の状況 

等級別では、令和２年の身体障害者手帳所持者 1,917 人のうち、１級が 713 人、２

級が 300人となっており、重度の割合が約半数を占めています。 

 

身体障害者手帳所持者の等級別の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢別の状況 

年齢別では、令和２年の身体障害者手帳所持者 1,917人のうち、18歳以上の障がい

者が 1,887人（98.4％）、18歳未満の障がい児が 30人（1.6％）となっています。 

平成 30年と比較すると、障がい者が 92人（4.6％）減少、障がい児が５人（20.0％）

の増加となっています。 

 

身体障害者手帳所持者の年齢別の推移（各年３月31日現在） 
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身体障害者手帳所持者の年齢・等級別の推移（各年３月31日現在） 

（単位：人） 

 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

平成

30年 

0～9歳 5 0 2 0 0 1 8 

10～17歳 9 3 2 1 2 0 17 

18～34歳 17 6 8 6 1 3 41 

35～49歳 37 18 14 27 16 6 118 

50～64歳 101 44 29 53 24 16 267 

65～74歳 165 89 45 115 17 16 447 

75歳以上 415 142 161 256 62 70 1,106 

合計 749 302 261 458 122 112 2,004 

平成

31年 

0～9歳 6 0 2 0 1 1 10 

10～17歳 9 4 1 0 2 0 16 

18～34歳 17 5 4 4 2 3 35 

35～49歳 33 15 14 22 12 6 102 

50～64歳 91 42 26 55 29 16 259 

65～74歳 158 83 46 110 15 14 426 

75歳以上 399 138 155 240 54 67 1,053 

合計 713 287 248 431 115 107 1,901 

令和

２年 

0～9歳 4 1 2 0 1 2 10 

10～17歳 12 4 1 0 2 1 20 

18～34歳 14 4 5 5 1 3 32 

35～49歳 34 16 11 18 11 8 98 

50～64歳 93 47 31 54 24 15 264 

65～74歳 161 81 47 117 19 14 439 

75歳以上 395 147 148 238 54 72 1,054 

合計 713 300 245 432 112 115 1,917 

 

（３）障がい部位別の状況 

障がいの部位別では、令和２年３月 31日現在、肢体不自由が 1,014人（52.9％）と

多く、次いで内部障がいが 595人（31.0％）、視覚障がいが 149人（7.8％）となって

います。 

 

身体障害者手帳所持者の障がい部位別の推移（各年３月31日現在） 
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身体障害者手帳所持者の年齢・障がい部位別の推移（各年３月31日現在） 

（単位：人） 

 
視 覚 聴覚・平衡 

音声・言語
そしゃく 

肢体不自由 内 部 合 計 

平成

30年 

0～9歳 0 1 0 4 3 8 

10～17歳 0 1 1 10 5 17 

18～34歳 0 7 2 22 10 41 

35～49歳 10 5 1 76 26 118 

50～64歳 16 14 2 155 80 267 

65～74歳 30 20 9 267 121 447 

75歳以上 102 95 3 555 351 1,106 

合計 158 143 18 1,089 596 2,004 

平成

31年 

0～9歳 0 1 0 5 4 10 

10～17歳 0 1 0 9 6 16 

18～34歳 1 6 2 17 9 35 

35～49歳 7 5 0 64 26 102 

50～64歳 14 13 3 149 80 259 

65～74歳 25 19 7 254 121 426 

75歳以上 106 88 3 515 341 1,053 

合計 153 133 15 1,013 587 1,901 

令和

２年 

0～9歳 0 2 0 4 4 10 

10～17歳 0 2 0 12 6 20 

18～34歳 1 6 2 15 8 32 

35～49歳 8 3 1 62 24 98 

50～64歳 13 13 4 150 84 264 

65～74歳 25 19 6 259 130 439 

75歳以上 102 96 5 512 339 1,054 

合計 149 141 18 1,014 595 1,917 

 

 

４ 療育手帳所持者の状況 

 

（１）等級別の状況 

等級別では、令和２年の療育手帳所持者 485 人のうち、中・軽度（Ｂ）が 287 人、

重度（Ａ）が 198人となっています。 

 

療育手帳所持者の等級別の推移（各年３月31日現在） 
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（２）年齢別の状況 

年齢別では、令和２年の療育手帳所持者 485 人のうち、18 歳以上の障がい者が 411

人（84.7％）、18歳未満の障がい児が 74人（15.3％）となっています。 

平成 30年と比較すると、障がい者は 24人（6.2％）増加、障がい児は９人（13.8％）

増加となっています。 

 

療育手帳所持者の年齢別の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育手帳所持者の年齢・等級別の推移（各年３月31日現在） 

（単位：人） 

 

 
重度（Ａ） 中・軽度（Ｂ） 合 計 

平成

30年 

0～9歳 7 19 26 

10～17歳 9 30 39 

18～34歳 40 84 124 

35～49歳 41 68 109 

50～64歳 39 46 85 

65～74歳 32 21 53 

75歳以上 13 3 16 

合計 181 271 452 

平成

31年 

0～9歳 8 20 28 

10～17歳 9 34 43 

18～34歳 39 86 125 

35～49歳 46 74 120 

50～64歳 40 48 88 

65～74歳 29 18 47 

75歳以上 19 3 22 

合計 190 283 473 

令和

２年 

0～9歳 9 17 26 

10～17歳 13 35 48 

18～34歳 35 91 126 

35～49歳 45 74 119 

50～64歳 46 48 94 

65～74歳 31 18 49 

75歳以上 19 4 23 

合計 198 287 485 
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５ 精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

 

令和２年の精神障害者保健福祉手帳所持者 251 人のうち、２級が 186 人と多く、３級が

40人、１級が 25人となっています。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢・等級別の推移（各年３月31日現在） 

（単位：人） 

 
１級 ２級 ３級 合 計 

平成

30年 

0～9歳 0 0 0 0 

10～17歳 0 1 0 1 

18～34歳 0 17 6 23 

35～49歳 2 57 15 74 

50～64歳 8 57 4 69 

65～74歳 6 21 2 29 

75歳以上 3 5 0 8 

合計 19 158 27 204 

平成

31年 

0～9歳 0 0 0 0 

10～17歳 0 2 0 2 

18～34歳 0 15 5 20 

35～49歳 2 62 13 77 

50～64歳 7 62 11 80 

65～74歳 7 25 2 34 

75歳以上 3 7 0 10 

合計 19 173 31 223 

令和

２年 

0～9歳 0 0 0 0 

10～17歳 0 1 1 2 

18～34歳 0 24 10 34 

35～49歳 4 59 15 78 

50～64歳 9 65 11 85 

65～74歳 9 32 3 44 

75歳以上 3 5 0 8 

合計 25 186 40 251 
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６ 自立支援給付の申請状況 

 

自立支援給付の申請状況では、令和２年 10 月 30 日現在、申請数、受給者証交付数及び

障害支援区分認定者数は 59人となっています。 

 

自立支援給付の申請状況（各年度３月31日現在（令和２年度は10月30日現在）） 

（単位：人） 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

申請数 98 141 96 88 123 59 

受給者証

交付数 

17歳以下 1 0 0 1 0 0 

18～64歳 97 141 96 87 123 59 

合計 98 141 96 88 123 59 

障害支援

区分認定

者数 

非該当 0 0 0 0 0 0 

区分１ 4 5 7 5 2 0 

区分２ 30 22 27 24 11 14 

区分３ 26 27 20 25 22 13 

区分４ 21 41 19 19 31 7 

区分５ 8 26 10 10 30 10 

区分６ 9 20 13 5 27 15 

合計 98 141 96 88 123 59 

 

 ＜自立支援給付とは＞ 

   障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのことで、在宅で訪問によって受ける居宅介

護（ヘルパー派遣）等のサービスや施設への通所や入所、また自立促進のための就労支援な

ど、利用者のニーズに応じて個別に給付されるサービスです。 

 

 

７ 難病患者（特定疾患等医療給付受給者）の状況 

 

難病患者数（特定疾患等医療給付受給者数）は、平成 30年度から令和２年度にかけて増

加傾向で推移しています。増加の要因については、「難病の患者に対する医療等に関する

法律」施行による指定難病の疾病数の拡大等も一因と考えられます。 

 

難病患者（特定疾患等医療給付受給者）の推移 

（各年度３月31日現在（令和２年度は９月30日現在）） 

（単位：人） 

  平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

特定疾患等医療給付受給者 315 316 335 
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８ 自立支援医療費公費負担の申請状況 

 

自立支援医療費公費負担の申請状況では、平成30年から令和２年にかけて、更生医療は

増加傾向にあり、育成医療はやや減少傾向で推移しています。 

令和２年の申請状況は、育成医療が７人、更生医療が 196人、精神通院医療が※169人と

なっています。 

 

自立支援医療費公費負担の申請状況（各年２月末現在） 

（単位：人） 

  平成 30年 平成 31年 令和２年 

育成医療 16 14 7 

更生医療 168 177 196 

精神通院医療 569 546 ※169 

合計 753 737 372 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大への対策として、既受給者に対する 1 年間の受給期間延長措

置があり、更新申請を受付けていないため、例年より低い数字となっています。 

 

＜育成医療とは＞ 

  児童福祉法第４条第２項に規定する障がい児（障がいに係る医療を行わないときは、将来障

がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。）で、その身体障がいを除去、軽減する手術等

の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要

な自立支援医療費の支給を行うものです。 

 

＜更生医療とは＞ 

  身体障害者福祉法第４条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去、軽減する手術等の

治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、更生のために必要な自立支援医

療費の支給を行うものです。 

 

＜精神通院医療とは＞ 

  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する統合失調症などの精神疾患を有

するもので、通院による精神医療を継続的に要する者に対し、その通院医療に係る自立支援医

療費の支給を行うものです。 
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９ 給付費の総額 

 

給付費の総額では、令和元年度末現在、障害者自立支援給付費が８億 7,332 万円、障害

児入所給付費等が１億 185万円、地域生活支援事業給付費が 5,370万円、総額 10億 2,888

万円となっています。 

平成 27 年度との比較では、障害者自立支援給付費が 15.5％増加、障害児入所給付費等

が 282.5％増加、地域生活支援事業給付費が 8.3％増加、総額が 23.6％増加となっていま

す。 

 

給付費総額（各年度３月31日現在） 

（単位：千円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

障害者自立支援給付費 756,128 784,541 814,520 839,009 873,323 

障害児入所給付費等 26,630 44,285 77,257 84,566 101,858 

地域生活支援事業給付費 49,594 48,566 54,206 53,934 53,703 

合計 832,352 877,392 945,983 977,509 1,028,884 

 

10 児童・生徒等の状況 

 

（１）保育所・幼稚園・認定こども園 

保育所・幼稚園・認定こども園に通う支援を必要としている乳幼児数は、令和２年

４月 30 日現在、保育所が 24 人、幼稚園が３人、認定こども園が６人となっていま

す。 

 

保育園・幼稚園・認定こども園に通う支援を必要としている乳幼児数の推移（各年４月30日現在） 

（単位：人） 

乳幼児数 平成 30年 平成 31年 令和２年 

保育所 17 20 24 

幼稚園 3 4 3 

認定こども園 0 0 6 

合計 20 24 33 
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（２）特別支援学級※１ 

特別支援学級に通う児童・生徒数は、令和２年４月 30 日現在、小学校が 54 人、中

学校が 18人となっています。 

 

特別支援学級に通う児童・生徒数の推移（各年４月30日現在） 

（単位：人） 

児童・生徒数 平成 30年 平成 31年 令和２年 

小学校 43 45 54 

中学校 26 26 18 

合計 69 71 72 

 

（３）特別支援学校※２ 

特別支援学校へは、令和２年４月 30日現在、33人の児童・生徒が通っています。 

 

特別支援学校に通う児童・生徒数の推移（各年４月30日現在） 

（単位：人） 

児童・生徒数 平成 30年 平成 31年 令和２年 

宇和特別支援学校 33 33 30 

しげのぶ特別支援学校 3 3 3 

松山聾学校 1 0 0 

合計 37 36 33 

 

※１特別支援学級：特別支援学級は、障がいの種類により、知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚
弱、弱視、難聴、自閉症・情緒障がいなどの学級がある。 

※２特別支援学校：視覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者及び病弱者（身体虚弱者を含む。）
を対象としており、幼稚部、小学部、中学部及び高等部が置かれる。 
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１ 障害福祉サービス等の見込値と実績値 

各サービスの見込値と平成 30年度から令和２年度の実績値は以下のとおりです。 

平成 30 年度から令和２年度の実施率（実績値/見込値）の状況をみると、いずれの年度

においても、「就労継続支援（Ｂ型）」「施設入所支援」「計画相談支援」「放課後等デイサ

ービス」「障害児相談支援」は、第５期計画策定時の見込みを上回っています。 

 

障害福祉サービス等の見込値と実績値 

（数値はひと月当たり） 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問系

サービス 

              

障
が
い
者
・
障
が
い
児
の
合
算 

居宅介護 

見込値 
人 55 58 60 

時間分 770 812 840 

実績値 
人 54 52 49 

時間分 506 441 404 

重度訪問介護 

見込値 
人 1 1 1 

時間分 60 60 60 

実績値 
人 0 1 0 

時間分 0 3 0 

行動援護 

見込値 
人 2 2 2 

時間分 50 50 50 

実績値 
人 1 1 1 

時間分 9 9 9 

重度障害者等包括

支援 

見込値 
人 1 1 1 

時間分 60 60 60 

実績値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

同行援護 

見込値 
人 16 18 20 

時間分 192 216 240 

実績値 
人 13 16 15 

時間分 64 78 78 

障
が
い
児
の
み 

居宅介護 

見込値 
人 1 1 1 

時間分 5 5 5 

実績値 
人 1 1 1 

時間分 6 2 10 

重度訪問介護 

見込値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

実績値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

行動援護 

見込値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

実績値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

重度障害者等包括

支援 

見込値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

実績値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

第４章 障害福祉サービス等の取組状況 
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サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問系

サービス 

障
が
い
児
の
み 

同行援護 

見込値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

実績値 
人 0 0 0 

時間分 0 0 0 

日中活動

系サービ

ス 

 
            

介

護

給

付 

生活介護 

見込値 
人 135 140 145 

人日分 2,700 2,800 2,900 

実績値 
人 130 133 137 

人日分 2,548 2,569 2,658 

療養介護 

見込値 
人 12 12 12 

人分 368 368 368 

実績値 
人 9 9 8 

人分 283 259 243 

短期入所 

【障がい者・障が

い児の合算】 

見込値 
人 16 18 21 

人日分 127 143 167 

実績値 
人 12 12 8 

人日分 114 99 77 

短期入所 

【障がい児のみ】 

見込値 
人 0 0 0 

人日分 0 0 0 

実績値 
人 1 0 0 

人日分 1 0 0 

短期入所（ショー

トステイ）福祉型 

【障がい者・障が

い児の合算】 

見込値 
人 15 17 20 

人日分 120 136 160 

実績値 
人 12 12 8 

人日分 114 99 77 

短期入所（ショー

トステイ）医療型 

【障がい者・障が

い児の合算】 

見込値 
人 1 1 1 

人日分 7 7 7 

実績値 
人 0 0 0 

人日分 0 0 0 

短期入所（ショー

トステイ）福祉型 

【障がい児のみ】 

見込値 
人 0 0 0 

人日分 0 0 0 

実績値 
人 1 0 0 

人日分 1 0 0 

短期入所（ショー

トステイ）医療型 

【障がい児のみ】 

見込値 
人 0 0 0 

人日分 0 0 0 

実績値 
人 0 0 0 

人日分 0 0 0 

訓

練

等

給

付 

自立訓練 

【機能訓練・生活

訓練の合算】 

見込値 
人 6 6 6 

人日分 118 118 118 

実績値 
人 2 1 1 

人日分 23 6 3 

自立訓練 

（機能訓練） 

見込値 
人 1 1 1 

人日分 23 23 23 

実績値 
人 1 0 0 

人日分 17 0 0 

自立訓練 

（生活訓練） 

見込値 
人 5 5 5 

人日分 95 95 95 

実績値 
人 1 1 1 

人日分 6 6 3 
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サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

日中活動

系サービ

ス 

訓

練

等

給

付 

就労移行支援 

見込値 
人 6 8 10 

人分 132 176 220 

実績値 
人 3 2 6 

人分 66 35 88 

就労継続支援 

（Ａ型） 

見込値 
人 15 16 17 

人日分 292 312 332 

実績値 
人 12 10 11 

人日分 220 199 221 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

見込値 
人 120 125 130 

人日分 2,400 2,500 2,600 

実績値 
人 126 133 137 

人日分 2,484 2,575 2,708 

就労定着支援 

見込値 
人 1 1 1 

人日分 5 5 5 

実績値 
人 0 1 1 

人日分 0 1 3 

居住系サービ

ス 

共同生活援助 

見込値 
人 50 52 54 

人日分 1,500 1,560 1,620 

実績値 
人 50 55 55 

人日分 1,454 1,617 1,637 

施設入所支援 

見込値 
人 107 105 102 

人分 3,210 3,150 3,060 

実績値 
人 107 106 106 

人分 3,211 3,212 3,196 

自立生活援助 

見込値 
人 2 2 2 

人分 10 10 10 

実績値 
人 0 0 0 

人分 0 0 0 

相談支援（計

画相談・地域

相談支援） 

計画相談支援 
見込量 人 35 40 45 

実績 人 61 77 92 

地域移行支援 
見込量 人 1 1 1 

実績 人 0 0 0 

地域定着支援 
見込量 人 1 1 1 

実績 人 0 0 0 

児童福祉法に

基づく障がい

児を対象とし

たサービス 

児童発達支援 

見込値 
人 50 52 54 

人日分 150 156 162 

実績値 
人 43 51 46 

人日分 92 110 94 

放課後等デイサー

ビス 

見込値 
人 35 40 45 

人日分 385 440 495 

実績値 
人 54 61 64 

人日分 649 820 909 

保育所等訪問支援 

見込値 
人 1 1 1 

人日分 2 2 2 

実績値 
人 0 0 1 

人日分 0 0 2 

医療型児童発達支

援 

見込値 
人 0 0 0 

人日分 0 0 0 

実績値 
人 0 0 0 

人日分 0 0 0 

居宅訪問型児童発

達支援 

見込値 
人 1 1 1 

人日分 5 5 5 

実績値 
人 0 0 0 

人日分 0 0 0 

障害児相談支援 
見込値 人 10 11 12 

実績値 人 19 24 34 
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障害福祉サービス等の実施率 
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※「訪問系サービス」「短期入所」は、障害者と障がい児の合算、自立訓練は、「自立訓練（機能訓練）」

「自立訓練（生活訓練）」の合算になります。 
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１ アンケート調査の概要 

 

（１）調査目的 

本調査は、障がい者施策の指針となる大洲市障がい福祉計画（第６期）、障がい児

福祉計画（第２期）を策定するにあたり、障がい者等の状況や意見等を把握し、計画

の基礎資料として実施しました。 

（２）調査方法 

調査票の配布・回収は、郵送により実施しました。 

（３）調査期間 

令和２年５～６月 

（４）調査対象者 

障害者手帳所持者（０歳～64 歳）、障害児通所支援サービス利用児のうち、無作為

抽出で 700人を対象としました。 

ア 障害者手帳所持者（令和２年５月１日現在） 

手帳別 手帳所持者 うち０～64歳 抽出者数（発送者） 構成率 

身体障害者手帳 1,942人 425人 200人 33.3% 

療育手帳 490人 417人 200人 33.3% 

精神障害者保健福祉手帳 228人 182人 
200人 33.3% 

自立支援医療（精神医療） 647人 480人 

合計 3,307人 1,504人 600人 100.0% 

イ 障害児通所支援サービス利用児（令和２年５月１日現在） 

サービス別 利用児数 抽出者数（発送者） 構成率 

児童発達支援 58人 25人 
55.0% 

放課後等デイサービス 69人 30人 

身体障害者手帳 31人 15人 

45.0% 療育手帳 75人 15人 

精神障害者保健福祉手帳他 33人 15人 

合計 266人 100人 100.0% 

（５）回収結果 

抽出者数（発送者） 回収者数 回収率 

700人 365人 52.1% 

第５章 アンケート調査、団体・事業所調査からみた現状・意向 
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２ 団体・事業所調査の概要 

 

（１）調査目的 

本調査は、障がい者施策の指針となる大洲市障がい福祉計画（第６期）、障がい児

福祉計画（第２期）を策定するにあたり、市内の団体や事業所へ聞き取り等により意

見等を把握し、計画の基礎資料として実施しました。 

 

（２）調査方法 

大洲市の団体・事業所へのシート配布・回収並びに聞き取りにより実施しました。 

 

（３）調査期間 

令和２年９月 14日、15日 

 

（４）調査対象団体・事業所（16箇所） 

団体・事業所名 法人種別 主な対象者※ 

大洲市身体障がい者協議会 その他（身体障がい者の会） 身体 

大洲手をつなぐ育成会 その他（知的障がい者親の会） 知的 

大洲喜多家族会 その他（精神障がい者親の会） 精神 

三善会 社会福祉法人 身体 

大洲育成園 社会福祉法人 知的 

大洲市社会福祉協議会 社会福祉法人 身体、知的、精神 

大洲愛育ホーム その他（大洲市） 障がい児 

なないろの羽 東大洲ルーム

（きくぞのケアパーク） 

株式会社 障がい児 

サポート作業所（ノーマライ

ゼーションサポートおおず） 

NPO法人 身体、知的、精神 

あいわ苑（肱友会） 社会福祉法人 知的 

夢たまご 株式会社 身体、知的、精神 

ゼロベース 株式会社 身体、知的、精神 

Sa.おいでや（宗友福祉会） 社会福祉法人 身体、知的、精神 

すたぁと NPO法人 精神 

歩 NPO法人 知的、障がい児 

大洲市立大洲学園 その他（大洲市） 知的 

※主な対象者欄 身体：身体障がい者、知的：知的障がい者、精神：精神障がい者 
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48.2 0.3 13.4 7.7 6.6

1.4 1.9

17.8 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(回答者数=365)

家族と一緒に暮らしたい
知人と一緒に暮らしたい
自宅やアパートで一人暮らしをしたい
グループホームのような見守りや支援があるところで、他者と共同生活を送りたい
福祉施設に入所してそこで生活したい
病院に入院してそこで生活したい
その他
わからない
無回答

３ アンケート調査結果の概要 

 

（１）同居者（あてはまるものすべてに○） 

同居者は、「親・祖父母」が 49.3％と多く、次いで「兄弟姉妹（兄弟姉妹の配偶者もふ

くむ）」が 23.8％、「配偶者」が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）将来希望する暮らし 

「家族と一緒に暮らしたい」が 48.2％と多く、次いで「自宅やアパートで一人暮らしを

したい」が 13.4％、「グループホームのような見守りや支援があるところで、他者と共同

生活を送りたい」が 7.7％、「福祉施設に入所してそこで生活したい」が 6.6％となってい

ます。 
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2.2

15.1

3.3

1.1

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

一人暮らし

配偶者

親・祖父母

兄弟姉妹（兄弟姉妹の配偶者もふくむ）

子ども・孫（子どもや孫の配偶者をふくむ）

その他の親族

友人・知人

グループホームに入居中

福祉施設に入所中

病院に入院中

その他

無回答

(回答者数=365)
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（３）悩みや心配ごとについて（あてはまるものすべてに○） 

障がい児では、「自分の就労について」が 32.2％と多く、次いで「自分の健康について」

と「友人・知人・隣人との関係」が 16.9％でした。 

また、障がい者では「自分の健康について」が 49.7％と多く、次いで「家族の健康につ

いて」30.1％「自分の介護について（将来必要になった場合もふくむ）」28.8％となって

います。「特にない」と答えた方は、障がい児で 40.7％、障がい者は 20.6％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9%

5.1%

32.2%

5.1%

8.5%

0.0%

8.5%

6.8%

15.3%

6.8%

16.9%

5.1%

40.7%

1.7%

49.7%

30.1%

17.6%

11.4%

9.2%

8.2%

13.7%

22.5%

28.8%

19.6%

9.8%

9.5%

5.6%

20.6%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

自分の健康について

家族の健康について

自分の就労について

日中の過ごし方について

一人暮らしに向けた準備について

住まいについて（住環境、今の自

宅で住み続けられるか不安など）

緊急時の相談先や避難先について

自分や家族の経済状況について

自分の介護について（将来

必要になった場合もふくむ）

家族の介護について（将来

必要になった場合もふくむ）

家族や親族との関係や付き合いについて

友人・知人・隣人との関係（友人・

知人がいなくて困る場合もふくむ）

その他

特にない

無回答

障がい児 障がい者

0.0%

回答者数 障がい児＝59 

     障がい者＝306 
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（４）悩みごとの相談先（あてはまるものすべてに○） 

障がい児・者ともに最も多いのは「家族・親族」でした。 

障がい児では、次いで「学校の先生」45.8％、「相談支援事業所」23.7％となっていま

す。また、障がい者では、「医療機関」19.6％、「友人・知人」17.6％、「相談支援事業

所」17.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.1%

10.2%

0.0%

45.8%

13.6%

23.7%

1.7%

1.7%

1.7%

3.4%

5.1%

1.7%

62.4%

17.6%

0.7%

8.8%

0.7%

19.6%

17.3%

11.8%

1.3%

11.4%

0.7%

0.3%

2.9%

2.9%

2.9%

6.5%

8.2%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家族・親族

友人・知人

民生児童委員

職場の上司や同僚

学校の先生

医療機関

相談支援事業所

グループホームや福祉施設

在宅福祉サービス事業所

市役所社会福祉課

市役所高齢福祉課

市役所子育て支援課

保健センター

社会福祉協議会

相談できる人がいない

特に相談はしない

その他

無回答
障がい児 障がい者

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

回答者数 障がい児＝59 

     障がい者＝306 
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（５）平日の日中の過ごし方 

「家にいる」が 20.8％と多く、次いで「幼稚園や保育園、学校に通っている」が 16.2％、

「常勤で働いている」が 14.8％、「就労移行支援事業・就労継続支援Ａ型またはＢ型事業

所を利用している」が 11.8％、「アルバイト・パート・非常勤・契約社員などで働いてい

る」が 9.6％となっています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8 9.6 11.8

1.9

3.6

1.6
0.0

0.3

16.2 20.8 17.0 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(回答者数=365)

常勤で働いている

アルバイト・パート・非常勤・契約社員などで働いている

就労移行支援事業・就労継続支援Ａ型またはＢ型事業所を利用している

地域活動支援センター（東大洲デイサービス・かみやまなど）を利用している

日中一時支援事業（大洲ホーム・大洲育成園・あゆむ苑など）を利用している

通所の生活介護施設（大洲ホーム・あゆむ苑など）を利用している

児童発達支援事業所（大洲愛育ホームなど）を利用している

放課後等デイサービス事業所（あゆむ苑・なないろの羽など）を利用している

幼稚園や保育園、学校に通っている

家にいる

その他

無回答
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（６）保育や教育に今後必要だと思うこと（あてはまるものすべてに○） 

「障がいの特性に応じた配慮をしてほしい」が 32.2％と多く、次いで「周囲の児童・生

徒、その保護者に障がいについて理解してほしい」「幼児期からの成人まで途切れのない

支援をしてほしい」がともに 28.8％、「障がいへの理解が促進するような保育や授業をし

てほしい」「保育士や教職員の専門性を高めてほしい」がともに 27.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0

28.8

8.5

16.9

3.4

28.8

32.2

27.1

16.9

10.2

27.1

8.5

11.9

3.4

1.7

0% 10% 20% 30% 40%

障がいのない児童・生徒とのふれあいを増やしてほしい

周囲の児童・生徒、その保護者に

障がいについて理解してほしい

通所や通学を便利にしてほしい

進路指導を強化してほしい（自立

して働けるよう支援してほしい）

安全に移動ができる環境を整備してほしい（バリアフリー化）

幼児期からの成人まで途切れのない支援をしてほしい

障がいの特性に応じた配慮をしてほしい

障がいへの理解が促進するような保育や授業をしてほしい

休日などに活動できる場や仲間がほしい

放課後や長期休暇に利用できる

福祉サービスを増やしてほしい

保育士や教職員の専門性を高めてほしい

保護者同士の交流の場がほしい

特にない

その他

無回答

(回答者数=59)
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（７）働くために重要と思われること（あてはまるものすべてに○） 

「企業・上司・同僚の障がいへの理解の促進」が 43.0％と多く、次いで「就労に関する

情報提供・情報開示」が 27.4％、「就労中の相談・支援体制の充実」が 25.5％、「就労に

必要なコミュニケーション技術の取得の支援」が 24.7％、「就労に必要な知識や技能の取

得の支援」が 24.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4

24.1

24.7

18.1

5.2

7.7

15.6

13.4

25.5

43.0

8.5

3.8

10.1

11.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

就労に関する情報提供・情報開示

就労に必要な知識や技能の取得の支援

就労に必要なコミュニケーション技術の取得の支援

健康管理に関する支援

教育現場と就労支援に関わる事業所・団体との連携強化

医療機関と就労支援に関わる事業所・団体との連携強化

就労前の職場見学や職場体験の充実

就労初期段階でのきめ細やかな

支援（面接や実習などの充実）

就労中の相談・支援体制の充実

企業・上司・同僚の障がいへの理解の促進

離職後の相談・支援

その他

特にない

無回答

(回答者数=365)
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（８）利用した障害福祉サービスの満足度 

「満足」と答えた方は、障がい児で 55.1％、障がい者は 37.7％でした。 

「どちらかと言えば満足」と答えた方は、障がい児で 32.7％、障がい者は 28.5％でした。

「どちらもいえない」と答えた方は、障がい児で 10.2％、障がい者は 24.6％となっていま

す。 

「どちらかと言えば不満」「不満」と答えた方は障がい児はありませんが、障がい者は

それぞれ 2.3％、1.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）サービス利用、福祉の相談窓口の認知状況 

「知っている」と答えた方は、障がい児は 78.0％、障がい者は 43.5％でした。 

「知らない」と答えた方は、障がい児は 22.0％、障がい者は 48.0％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 障がい児＝49 

     障がい者＝130 

回答者数 障がい児＝59 

     障がい者＝306 

55.1%

37.7%

32.7%

28.5%

10.2%

24.6%

2.3% 1.5%

2.0%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

障がい児

障がい者

満足 どちらかといえば満足 どちらともいえない どちらかといえば不満 不満 無回答

78.0%

43.5%

22.0%

48.0% 8.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

障がい児

障がい者

知っている 知らない 無回答
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４ 団体・事業所調査結果の概要 

 

（１）最近５年での障がい者の生活環境 

「あまり変わらない」が 10件、「どちらかといえば良くなってきた」が５件となってい

ます。「どちらかといえば悪くなってきた」はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生活環境の改善のために不足していると感じるもの（複数回答可） 

「地域移行・定着支援体制」が９件と最も多くなっています。次いで「入所サービス」

が８件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

9

5

8

5

6

0

2

0 5 10

相談支援体制

保健・医療体制

地域移行・定着支援体制

居宅サービス

入所サービス

地域のバリアフリー化や障が

い特性に配慮した環境整備

要配慮者に対する防災対策

その他

無回答

(回答者数=16)

5

10

0

1

0 5 10 15 20

どちらかといえば良くなってきた

あまり変わらない

どちらかといえば悪くなってきた

無回答

(回答者数=16)
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（３）最近５年で障がい者の就労環境は改善してきたか 

「どちらかといえば良くなってきた」「あまり変わらない」がともに７件となっていま

す。「どちらかといえば悪くなってきた」はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）就労環境の改善のために不足していると感じるもの（複数回答可） 

「障がい者雇用の促進」が最も多く６件となっています。次いで「就労支援相談体制」

「就労移行支援事業所」「雇用主・事業主の障がい特性の理解」がともに４件となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7

0

2

0 5 10

どちらかといえば良くなってきた

あまり変わらない

どちらかといえば悪くなってきた

無回答

(回答者数=16)

4

4

2

3

6

4

2

2

1

6

0 5 10

就労支援相談体制

就労移行支援事業所

就労支援事業所

就労体験・就労実習の機会

障がい者雇用の促進

雇用主・事業主の障がい特性の理解

就労支援施設のマンパワー（職員の

育成や専門性・知識等の向上の機会）

雇用後の職場定着支援

その他

無回答

(回答者数=16)
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（５）最近５年で障がい者の権利擁護環境は改善してきたか 

「どちらかといえば良くなってきた」「あまり変わらない」がともに７件となっていま

す。「どちらかといえば悪くなってきた」はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）障がいの理解や権利擁護について不足していると感じるもの（複数回答可） 

「地域と障がい者の交流の機会」「障がい者支援施設職員に対する人権教育・虐待防 

止に関する研修の機会」が最も多く、ともに５件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7

0

2

0 5 10

どちらかといえば良くなってきた

あまり変わらない

どちらかといえば悪くなってきた

無回答

(回答者数=16)

4

5

3

4

4

3

4

5

3

2

2

7

0 5 10

障がい者への障がいの理解や

合理的配慮に関する啓発活動

地域と障がい者の交流の機会

地域に対する障がい者虐

待防止に関する啓発活動

地域に対する成年後見制

度に関する周知・啓発活動

成年後見制度に関する相談支援体制

成年後見センター・権利擁護セン

ター・中核機関等の設置・配備

後見人候補者の充実（専門

職、市民後見、法人後見）

障がい者支援施設職員に対する人権

教育・虐待防止に関する研修の機会

当事者会・家族会等・ピアサポートの推進

様々な意思疎通ツール

の活用・手話講座など

その他

無回答

(回答者数=16)
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（７）最近５年で障がい児の保育就学環境は改善してきたか 

「どちらかといえば良くなってきた」が最も多く６件、「あまり変わらない」が３件と

なっています。「どちらかといえば悪くなってきた」はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）障がい児に対する環境について不足していると感じるもの（複数回答可） 

「医療的ケア児に対する支援体制」が最も多く５件、次いで「早期発見・フォロー体制」

「相談支援体制」「保健・医療との連携体制」「障がい児の家族支援体制」がともに３件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

0

7

0 5 10

どちらかといえば良くなってきた

あまり変わらない

どちらかといえば悪くなってきた

無回答

(回答者数=16)

3

3

2

3

5

2

1

3

1

1

8

0 5 10

早期発見・フォロー体制

相談支援体制

療育・発達支援体制（サービス）

保健・医療との連携体制

医療的ケア児に対する支援体制

保健・保育・教育・福祉・地域の連携体制

特別支援教育

障がい児の家族支援体制

進路相談体制

その他

無回答

(回答者数=16)
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（９）事業所活動に特に重要と思われる項目（３つまで選んで回答） 

「地域における生活支援分野」が最も多く 12件、次いで「権利擁護・差別解消」が９件、

「保健・医療分野」が６件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

9

2

6

12

4

3

1

0

0 5 10 15 20

障がいへの理解促進

権利擁護・差別解消

雇用・就労分野

保健・医療分野

地域における生活支援分野

療育・保育・教育分野

生活環境の整備分野

その他

無回答

(回答者数=16)
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団体・事業所からの主な意見については、以下のとおりです。 

分野別項目 具体的な意見等 

生活環境について 【改善されたと思う点】 

・医療及び交通関係は少しずつ良くなり、障がいを持つ人が気持ちの上である

程度ゆとりができたように感じる。 

・スーパー等で興奮して大きな声を上げても、自然体で接してくれる人が多く

なった。良くしてくれる人は少しずつ増えてきたように感じる。 

・高校生などは、明らかな身体障がい者に対して、親切に接する人が多くなっ

た。 

・車椅子等での行動がしやすいように、道路や建物内に配慮されている。（ス

イッチの位置やわかりやすい説明文） 

・移動支援サービスの利用で、買い物やイベント参加がしやすくなっている。 

・地域や家庭で生活が出来るよう、サービスの選択肢が多くなっている。 

・介護タクシーが増え、利用しやすくなっている。  

・以前と比べると福祉サービスを選べるようになったり、支援も多様化してき

ているように感じる。 

・障がいを持つ人の就労や障がい児の受け入れ先が増え支援が広がっている。 

・放課後等デイサービスも増えてきており、選択の幅が広がりつつある。 

【改善が求められる点】 

・身体障がい者について、高齢化していくにつれ在宅生活が厳しくなってくる

ため、入所施設の充実が望まれる。 

・防災対策について、次第に良くはなっているが、いざという時はどうかわか

らない。普段からの付き合いがなければ、自主防災組織等に助けてもらうに

も、難しいと思う。 

・重度障がい者２４時間居宅サービス制度はあるのに、大洲では行う事業所が

ない。 親が高齢化し、障がい者を病院等に連れていくことが困難になりつつ

あるため、それに対応したサービスが欲しい。  

・グループホームがもっと地元にあればいい。親なき後を考えたら、早めに一

人で安心して生活できるように、受け入れる資源がもっとあるとよい。 

・家族(親)が高齢となり一緒に生活することが困難。単身生活は不安。グルー

プホーム等があれば助かる。 

・特に夜間における身体介護を提供できる事業所が少ない。人員の問題もあり

全体的に事業所を選べる環境にない。 

・精神障がいの特性を理解して受け入れてくれる事業所が、少ないと感じてい

る。 

・地域移行していくために事業者と相談支援の連携をもっと進めていく必要が

あると思う。 

・地元精神病院における社会的入院患者の社会復帰体制が不十分である。 
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分野別項目 具体的な意見等 

就労環境について 【改善されたと思う点】 

・障がい者を受け入れる会社の増加もあり、全体から見た就労環境はゆっくり

としたペースであるが、良くなってきたと考えている。 

・A型 B型作業所が増え、障がいのある人の選択肢が増えた。 

・一般就労(障がい者枠)では、理解ある対応をしていただいている。 

・日中サービスが増えてきたことで障がい児・者が日中過ごす場所、特に就労

する場が増えた。 

【改善が求められる点】 

・就労移行の活動により、一般就労の機会を増やしていくことが必要と思う。 

・障がい者の働ける場所の増加を望む。 

・雇用されたあと、継続できる手助けが障がいのある人には必要。 

・一般就労に向けての支援学校の実習の確保をもっと推進して欲しい。 

・行政として商工会議所の事業所への普及啓発をお願いしたい。 

・一般就労の体験の場の確保も今後は検討して欲しい。 

権利擁護環境につ

いて 

【改善されたと思う点】 

・いろいろな講演会、広報誌、またテレビなどで見たり聞いたりして、障がい

に対する理解は進んでいるように感じる。 

・理解や交流分野においては、浸透している実感がある。 

・当施設の利用者である障がい者を、やさしく受け入れて、話しかけてくれる

ことをよく目にするようになっている。 

・権利擁護は国や自治体がよく発信してくれているので理解度は高まっている

と思う。 

【改善が求められる点】 

・理解を深めるような普及啓発に向けた活動がない。 

・交流の場を設けることが、なかなか実現されにくい。 

・手話等の勉強会をしたい。同じ身体障がい者同士でもコミュニケーションが

とれない。 

・以前は、障がい者理解や権利擁護のための啓発・交流会などの勉強会があっ

たと思うが、最近は開催されていない。 

・制度を理解することが難しい。かなり勉強しないと、どういう制度かわかり

にくく、もっとわかりやすく使いやすい制度にして欲しい。  

・それぞれの障がいの特性を身近なものから理解するために、障がい者をもつ

家族同士(すべての障がい)合同で話ができる機会、場所の提供が必要。 

・施設職員や、事業所職員に対しての研修を充実して欲しい。 

・人権・虐待に特化した研修会がなかなか受けられない。 
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分野別項目 具体的な意見等 

保育就学・障がい

児に対する環境に

ついて 

 

【改善されたと思う点】 

・放課後等デイサービスがかなり増えた。 

・相談支援事業所でも子どもを主にしているところができた。 

・サービス事業者が増え、改善されてきていると思う。 

・放課後等デイサービスが増え、障がい児・家族も含め、安心につながり、以

前に比べ改善が見られると思われる。 

・市外からも社会資源として、利用があるとのことで、需要がある中で多く整

備されていて良いと思う。 

・発達障がい児は増加しているので、各学級にも数人はいるというのが常識に

なってきた。そのため受け入れる理解度が高まってきたと思う。 

【改善が求められる点】 

・支援の必要な就学児が増えてきたのに対し、受け皿である学校の体制が整っ

ていないと感じる。 

・発達支援事業所の数が少ない。 

・就学前の医療的ケア児の支援体制が不十分で、地元の幼稚園・保育所への入

園へのハードルも高い。 

・特別支援教育の支援員や加配保育士の専門性に不足を感じる。 

・障がい児を育てている家族支援として、ペアレントトレーニングや保護者の

負担軽減のための一時預りや短期入所が必要である。 

・相談支援事業所の数及び質の向上が求められる。 

・社会的入院患者の社会復帰のシステム作りが必要である。 

・医療的ケア児をみられる病院(小児科)の 24時間対応が必要である。 

・親亡き後を心配されている方、1日中障がい児・者をみている苦悩を相談し

たいが、どこへ行けば良いか悩まれている方が多い。 

・医療的ケア児の支援体制については、教育部門も一緒に考えていく必要があ

る。 

事業所活動に対す

る支援等について 

 

・療養生活をするうえで、少しでも費用の減額(制度的なもの)を望む。 

・障がい者のみで、年に 1度健康診断をして欲しい。 

・障害福祉サービスの向上のために、個人に合ったサービスとはどんなことが

あるか、どんなサービスを受けることが出来るかを、市より提案して欲しい。 

・雇用創出事業等により、介護人材の確保や障がい者の一般就労につなげるこ

とはできないか。 

・意思決定や意思表示の困難な利用者のサービス利用に対しての支援。 

・親亡き後や、利用者さんが病気になって長期入院や看取りを考えなければい

けなくなった時の利用者さんや家族が安心できる相談や移行場所、サービス

内容等の整備。 

・障がい者が一般の人と交流が持てるイベントや参加出来るスポーツ大会の企

画を増やしてほしい。 
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分野別項目 具体的な意見等 

・障がい者基幹相談支援センターを、相談に行きやすい、当事者の方にわかり

やすい窓口の名称に変えてはどうか。 

・地域移行を進めるために医療機関や入所施設等へのアプローチ。 

・地域定着できるような地域体制づくり。 

・精神病院での社会的入院患者の退院対応は、各作業所レベルで対応しようと

しても繋がりにくい。行政が相談支援専門員と病院関係者及び作業所と協力

して進めていく体制が必要である。 

・障がいに対しての理解や合理的配慮に関する運動(セミナー・研修)をして、

権利擁護をしてもらいたい。 

・ハザードマップを活用しているが、障がい者にとってもわかりやすい情報を

提供していただきたい。 

・地元企業の障がい者枠の増加に期待したい。 

・学校の先生方と交流・意見交換できる場。 
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１ 人口推計 

 

人口推計は、平成30年から令和２年の各年９月末の住民基本台帳を用いて、コーホート

変化率法により行いました。（コーホートとは、同年に出産した集団のことをいい、コー

ホート変化率法とは、性別・年齢別変化率等を用いて将来の人口予測を計算する方法で

す。） 

人口推計によると、減少傾向で推移していき、令和２年との比較では、令和３年には

41,772人（376人減少）、令和５年には 40,351人（1,797人減少）になると推計されます。 

 

人口推計（各年９月30日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔実績値：令和２年９月30日現在〕 

 

（単位：人） 

 
実 績 推 計 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

0～14歳 4,864 4,798 4,657 4,538 

15～64歳 22,233 21,825 21,308 20,750 

65歳以上 15,051 15,149 15,095 15,063 

総人口 42,148 41,772 41,060 40,351 
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第６章 障がい者等の推計 
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２ 障がい者数の推計 

 

障害者手帳の所持者数は、令和２年以降、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳

所持者は増加傾向で推移し、身体障害者手帳所持者は減少傾向で推移していくと予測しま

す。令和２年との比較では、令和５年は、身体障害者手帳所持者が 1,824人（93人減少）、

療育手帳所持者が 549人（64人増加）、精神障害者保健福祉手帳所持者が 363人（112人

増加）になると推計されます。 

 

障がい者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔実績値：令和２年３月31日現在〕 

 

（単位：人） 

 
実 績 推 計 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

身体障害者手帳所持者 1,917 1,896 1,860 1,824 

療育手帳所持者 485 510 530 549 

精神障害者保健福祉手帳所持者 251 288 324 363 

合計 2,653 2,694 2,714 2,736 
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１ 計画の基本的考え方 

 

「大洲市障がい福祉計画（第６期）」「大洲市障がい児福祉計画（第２期）」の上位計画で

ある「大洲市障がい者計画（第５次）」では、計画の基本的な考え方として、以下のように

示しています。 

障がい者が、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加

する主体としてとらえた上で、国は障害者権利条約の理念に即した以下の障害者基本法の

各基本原則等にのっとり、当該理念の実現に向けた障がい者の自立及び社会参加の支援等

のための施策を総合的かつ計画的に実施することとしており、「大洲市障がい者計画（第

５次）」においてもその原則に沿って推進するものとします。 

１ 計画の基本的考え方 
   
  

（１）地域社会における共生等   
   
  

（２）差別の禁止   
   
  

（３）社会のあらゆる場面における利便性の向上   
   
  

（４）当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援   
   
  

（５）障がい特性等に配慮したきめ細かな支援   
   
  

（６）障がいのある女性、子ども及び高齢者の複合的困難に配慮したきめ細かい支援   

 

この基本的考え方を見据えながら、「大洲市障がい福祉計画（第６期）」「大洲市障がい

児福祉計画（第２期）」では、国の基本指針に沿って、大洲市の実情や意向等に応じたサー

ビス見込量の設定・確保、また国が掲げる成果目標等の達成に向けた実施計画を推進しま

す。 

 

障がい福祉計画（第６期）・障がい児福祉計画（第２期）に係る国の基本指針の見直しの主なポイ

ント【再掲】 

１ 地域における生活の維持及び継続の推進 

２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

３ 福祉施設から一般就労への移行等 

４ 「地域共生社会」の実現に向けた取組 

５ 発達障がい者等支援の一層の充実 

６ 障害児通所支援等の地域支援体制の整備 

７ 障がい者による文化芸術活動の推進 

８ 障害福祉サービスの質の確保 

９ 福祉人材の確保 

第７章 計画の方向性 
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２ 市の現況と課題を踏まえた施策の方向性 

 

本市の現況と課題、市民の意向や団体・事業所の意見、制度改正等を踏まえ、施策の方

向性を示します。 

現況と課題、市民の意向、団体・事業所等の意見 

【市の現状より】 

・療育手帳所持者は、平成 30年から令和２年にかけて増加傾向である（33人 7.3％増）。特に、

18歳未満で増加の割合が高くなっている（９人 13.8％増）。 

・精神障害者保健福祉手帳所持者は、平成 30 年から令和２年にかけて増加傾向である（47 人

23.0％増）。 

・給付費の総額では、平成 27年度との比較では、障害者自立支援給付費、障害児入所給付費等、

地域生活支援事業給付費の総額が増加傾向である（196,532千円 23.6％増）。 

・（障がい児）保育所・幼稚園・認定こども園に通う支援を必要としている乳幼児数は、平成 30

年から令和２年にかけて増加傾向である（13人 65.0％増）。 

・（障がい児）特別支援学級に通う児童・生徒数（小中学校合計）は、平成 30年から令和２年に

かけて増加傾向である（３人 4.3％増）。 

・障害福祉サービスで第５期のサービス見込量を上回る実績（令和元年度）となったサービスは、

就労継続支援（B型）、共同生活援助、施設入所支援、計画相談支援、放課後等デイサービス、

障害児相談支援である。特に、計画相談支援（91.7％増）、障害児相談支援（133.3％増）の実

績が見込量を大きく上回っている。 

 

【障がい者アンケート結果より】 

・将来希望する暮らしでは、「家族と一緒に暮らしたい」、「自宅やアパートで一人暮らしをした

い」、「グループホームのような、見守りや支援があるところで他者と共同生活を送りたい」等

の地域における希望が合計で約７割を占めており、今後も地域で安心して暮らす体制が求めら

れている。 

・悩みや心配ごとについては、「自分の健康について」や、「家族の健康について」が多くみられ、

家族全体を支援する体制が求められている。 

・悩みごとの相談先では、家族・親族が障がい児・者ともに高い状況である。 

・平日の日中の過ごし方では、「家にいる」が 20.8％と最も多くなっており、地域での活動や外

出を支援する体制が求められている。 

・（障がい児）保育や教育に今後必要だと思うことでは、「周囲の人の障がいの理解」「障がいの

特性に応じた配慮」「途切れのない支援」「職員の専門性を高めて欲しい」とのニーズが高く、

今後さらなるサービスの質の向上、職員のスキルアップ等が求められている。 

・働くために重要と思われることでは、「企業・上司・同僚の障がいへの理解の促進」が 43.0％

と最も多く、就業支援にあてっては、さらに企業等に対する啓発等の取組が求められている。 

・利用した障害福祉サービスの満足度では、「満足」「どちらかといえば満足」と答えた方は、障

がい児で 87.8％と満足度が高く、障がい者は 66.2％と概ね現状の障害福祉サービスに満足し

ている状況であるが、「不満」「どちらかといえば不満」も 3.8％あり、今後もさらにニーズに
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対応したサービス提供に努めるなど、満足度の維持と向上が求められる。 

・サービス利用、福祉の相談窓口の認知状況では、障がい児では 78.0％と認知度は高いが、障が

い者では「知らない」が約５割以上となっており、さらなる周知や案内等が求められる。 

【団体・事業所調査】 

・最近５年間の状況については、「生活環境」「就労環境」「権利擁護」「保育就学」等いずれの項

目においても、概ね良くなってきたとの回答が多く、悪くなってきたとの回答はなく、改善の

効果が表れていると考えられる。 
・生活環境で不足しているものとして「地域移行・定着支援体制」が最も多くあがっており、次

いで「入所サービス」となっている。 
・就労環境の改善のために不足していると感じるものとして、「障がい者雇用の促進」、次いで「就

労支援相談体制」「就労移行支援事業所」「雇用主・事業主の障がい特性の理解」があがってお

り、トータル的な支援が求められている。 
・高齢化していくにつれ在宅生活が厳しくなってくるため、入所施設の充実が望まれる。 

・親なき後の支援体制を求める声が多くあり、グループホームを求める意見が多くあった。 
・一般就労にあたって実習や就労移行を求める意見があった。 
・手話等の勉強会への要望、同じ身体障がい者同士でのコミュニケーションに対する要望があっ

た。 
・障がい児に対する環境について不足しているものとして、「医療的ケア児に対する支援体制」

が最も多くあがっている。 

 

 

 

施策の方向性・取組 

◆地域における生活の維持及び継続の推進 

・国の示す第６期障害福祉計画の基本指針改正（令和２年５月 19日）でも、「地域における生

活の維持及び継続の推進」が示されており、第５期障害福祉計画から継続し、地域移行が求

められています。障がい者アンケート結果からも、多くの障がい者が将来的に地域で継続し

て暮らすことを望んでいます。 

・団体・事業者調査からの意見でも、地域移行の推進に対して共同生活援助（グループホーム）

の増加を求める意見が多くあがっていました。 

・さらなる地域移行の推進にあたって、ニーズに対応した共同生活援助の見込量の設定と確保

を進めます。 

 

◆「地域共生社会」の実現に向けた取組 

・「地域共生社会」の実現に向けた取組は、国の示す第５期障害福祉計画の基本指針からの継

続であるだけでなく、高齢福祉計画・介護保険事業計画等にも求められる、地域の福祉課題

を丸ごと支える社会です。 

・「地域共生社会」では、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な

主体が「我が事」として参加することが求められています。そのために、地域におけるお互

いが意思疎通を図る手段、機会を広めることが重要であると考えられます。 
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施策の方向性・取組 

・手話や障がい者とのコミュニケーションを円滑に進めたいという要望があげられており、関

連する地域生活支援事業の充実を進めます。 

 

◆福祉施設から一般就労への移行 

・国の示す第５期障害福祉計画では、「福祉施設から一般就労への移行等」に対しては、成果

目標として４つの目標を設定し、重点的に成果を求めていました。第６期障害福祉計画の基

本指針においても、本項目には、３つの成果目標が設定されています。 

・「地域共生社会」や「地域移行」を実現するために、福祉施設から一般就労への移行も大き

な要素となります。親なき後も、地域での暮らしを継続するためには、収入を得る手段を確

保することが望まれます。一般就労への移行にあたっては、就労継続、就労移行、就労定着

へとトータル的な支援が必要となるため、ニーズに対応した見込量の設定と確保を進めま

す。 

 

◆相談支援体制の充実・強化等 

・「相談支援体制の充実・強化」については、第６期障害福祉計画の基本指針において、新規

に成果目標が設定された項目です。 

・サービス利用、福祉の相談窓口の認知状況では、障がい者の約５割が「知らない」と回答し

ており、今後は相談窓口の周知に努めるとともに、受け入れ体制の確保も進めます。 

・障害福祉サービスの利用者増加に伴い、計画相談支援また、障害児相談支援の利用者も見込

量を大幅に上回っているため、増加に対応した見込量の設定と確保を進めます。 

 

◆障害児通所支援等の充実 

・国の示す第２期障害児福祉計画の基本指針では、「障害児支援の提供体制の確保に関する基

本的考え方に係る事項の見直し」において、医療的ケア児への支援体制が新たに示されてい

ます。 

・放課後等デイサービスについては、第１期障害児福祉計画期間中にも大幅に利用者が増加し

ましたが、増加傾向が継続しており、さらなる見込量を設定し、確保を進めます。 

・放課後等デイサービスの増加に伴い、時間的にお迎えが難しい等のケースもでてきており、

お迎えが遅い場合のつなぎとして、日中一時支援のニーズも高くなっています。今後もニー

ズの伸びに対応した見込量を設定し、確保を進めます。 

・団体・事業所からの意見では、医療的ケア児への支援体制を求める意見が多くあがっている

ため、必要な体制の構築を進めます。 
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３ 基本理念 

 

「大洲市障がい福祉計画（第６期）」及び「大洲市障がい児福祉計画（第２期）」は、「大

洲市障がい者計画（第５次）」の実施計画との位置づけから、同計画の基本理念のもと、計

画を推進していきます。同計画においては、基本理念を「ふれあい きらめいて暮らせる

まち 大洲」とし、障がい者が、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあ

らゆる活動に参加する主体としてとらえ、障がい者が自らの能力を最大限発揮し自己実現

できるよう支援するとともに、障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している社

会的な障壁を除去するため、本市が取り組むべき障がい者施策の基本的な方向を定めてい

ます。 

 

 

大洲市障がい者計画（第５次）の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい きらめいて暮らせるまち 大洲 
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１ 計画の基本的な考え方 

 

この計画は、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら地域社

会において、ともに生きる共生社会の実現を目指し、自らの決定に基づき、必要な障害福

祉サービスなどが利用できる基盤整備を進めることを目標とします。 

計画の基本目標の実現のために、障害者総合支援法の基本指針の見直しを踏まえ、次の

基本的な視点により計画を推進します。【基本指針の見直しを踏まえ再掲】 

 

１ 計画の基本的な考え方 
   
  

（１）地域における生活の維持及び継続の推進   
   
  

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築   
   
  

（３）福祉施設から一般就労への移行等   
   
  

（４）「地域共生社会」の実現に向けた取組   
   
  

（５）発達障がい者等支援の一層の充実   
   
  

（６）障がい者による文化芸術活動の推進   
   
  

（７）障害福祉サービスの質の確保   
   
  

（８）福祉人材の確保 

 

 

（１）地域における生活の維持及び継続の推進 

地域生活支援拠点等の機能の充実を進めとともに、日中サービス支援型共同生活援

助等のサービスを踏まえた地域移行の検討を進めます。 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を一層推進するため、精神障

がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数を成果目標としま

す。 

ギャンブル等依存症をはじめとする依存症について、自治体や関係者等の地域の包

括的な連携協力体制の構築や依存症の理解促進等、依存症にかかる取組を進めます。 

 

第１章 障がい福祉計画（第６期） 
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（３）福祉施設から一般就労への移行等 

一般就労への移行や工賃・賃金向上への取組を一層促進させます。さらに、就労定

着支援事業の利用促進を図り、障がい者が安心して働き続けられる環境整備を進めま

す。 

また、地域共生社会の実現に向け「農福連携ビジョン」を踏まえた農福連携のさら

なる推進を図るとともに、多様なニーズに対応した就労支援として、大学在学中の学

生や高齢者に対する就労支援についても検討していきます。 

 

（４）「地域共生社会」の実現に向けた取組 

高齢者、障がい者及び障がい児等に対する福祉サービスについて、相互に又は一体

的に利用しやすくなる仕組みづくりを目指します。また、住民団体等によるボランテ

ィア活動等のインフォーマル活動への支援等、地域づくりを地域住民が「我が事」と

して主体的に関われる仕組みづくりにも取り組みます。 

 

（５）発達障がい者等支援の一層の充実 

発達障がい者等に対して適切な対応を行うため、ペアレントプログラムやペアレン

トトレーニングなどの発達障がい者等の家族等に対する支援体制の充実を図ります。 

発達障がいを早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、

発達障がいの診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保するための支援に

取り組みます。 

 

（６）障がい者による文化芸術活動の推進 

障がい者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文

化芸術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進に努めます。 

 

（７）障害福祉サービスの質の確保 

多様となっている障害福祉サービスを円滑に実施し、より適切に提供できるよう、

サービス事業者や自治体における研修体制の充実や適正なサービス提供について検証

を行います。 

 

（８）福祉人材の確保 

障がい者の重度化、高齢化が進む中、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等

を提供するため、また、関係団体等からの要望が多くあることから、提供体制の確保

と併せて、それを担う人材の確保を目的に、国・県が行う研修への参加を促すととも

に、市独自での研修を行います。 



53 

 

２ 令和５年度までの成果目標 

 

国の基本指針を踏まえ、令和５年度を目標年度とし、福祉施設入所者の地域移行や一般

就労への移行について目標を設定しました。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

【国の基本指針】 

○ 令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上を令和５年度末までに地域生活へ移行する。 

○ 施設入所者数を令和元年度末時点から 1.6％以上削減する。 

 

令和元年度末時点の施設入所者数は 106 人となっており、障がい者の在宅介護の現

状や介護者の高齢化等を考慮して、令和５年度末時点の施設入所者数は、令和元年度

末時点の入所者数から 1.9％削減し 104人とします。 

項 目 数 値 考え方 

令和元年度末現在の入所者数（Ａ） 106人 令和元年度末時点 

目標年度入所者数 104人 
令和５年度末時点の入所者

数 

【目標値】地域生活移行者数 
７人 

［地域移行率：6.6％］ 

施設入所から地域生活への

移行者数（Ａ）×６％以上 

【目標値】1.6％削減見込み数 
２人 

［削減率：1.9％］ 

令和元年度末時点から入所

者を 1.6％以上削減した数 

 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

【国の基本指針】 

○ 精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 316日以上とする。 

〇 令和５年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数（県が目標値設定） 

〇 令和５年度末における入院３か月後時点、入院後６か月時点及び入院後１年時点の退院率（県

が目標値設定） 

 

大洲市では、現在、１年以上の入院患者数が、124 名（うち 65 歳未満 33 名、65 歳

以上 91名）となっています。 

令和５年度末における、長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医

療福祉体制の基盤整備量（利用者数）を 39名（うち 65歳未満 13名、65歳以上 26名）

と見込み、入院中の障がい者の地域移行及び地域定着のため、県や病院、また相談支

援事業所やサービス事業所との連携のもと、引き続き各種施策を推進します。 
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（３）地域生活支援拠点等の整備※ 

 

【国の基本指針】 

○ 地域生活支援拠点等について、各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上を確保しつつ、年１

回以上運用状況を検証及び検討する。 

 

障がい者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、相談、体験の機会、緊急時の

対応などの必要な機能を備えた地域生活支援拠点等については、グループホームや障

害者支援施設の居住支援機能とコーディネーター配置、ショートステイの地域支援機

能の一体的な整備、運用状況の検証及び検討について、大洲市障がい者自立支援協議

会等で協議していきます。 

現在は、平成 29年度に開設した「障がい者基幹相談支援センター」において、相談

機能の充実を図っているところですが、今後は、特に「緊急時の受入・対応」「体験の

機会・場の確保」を重点的に進め、その他「専門的人材の確保・養成」及び「地域の

体制づくり」についても引き続き検討を行っていきます。 

 

※地域生活支援拠点等の整備： 

障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、重度障がいにも対

応できる専門性を有し、障がい者等やその家族の緊急事態に対応を図るため、機能と

して、５つの必要な機能（①相談、②緊急時の受入・対応、③体験の機会・場、④専

門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり）を集約し、グループホームや障がい者

支援施設等に付加した「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担

して機能を担う体制の「面的整備型」等、地域の実情に応じた整備を行うものです。 

大洲市では障がい者基幹相談支援センターを中心とした、「面的整備型」として整

備を進めることとしています。 

 

地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ） 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

 

【国の基本指針】 

○ 福祉施設から一般就労への移行者数を令和元年度実績の 1.27倍以上とする。 

  （就労移行支援：1.30倍以上、就労継続支援Ａ型：概ね 1.26倍以上、 

就労継続支援Ｂ型：概ね 1.23倍以上） 

○ 一般就労への移行者のうち就労定着支援事業を利用する者を７割以上とする。 

○ 就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所が全体の７割以上とする。 

 

① 福祉施設から一般就労への移行者数 

令和元年度の一般就労移行者は１人で、地域の実情等を考慮して、令和５年度ま

での一般就労移行者数は２人とします。 

 

項 目 数値 考え方 

令和元年度の一般就労移行者数 １人 
令和元年度において、福祉施設から一般就労

に移行した者の数 

【目標値】 

令和５年度までの一般就労移行者数 
２人 

令和元年度実績の 1.27倍以上（福祉施設から

一般就労に移行する者の数） 

・就労移行支援：1.30倍以上 

・就労継続支援 A型：概ね 1.26倍以上 

・就労継続支援 B型：概ね 1.23倍以上 

 

 

② 一般就労への移行者のうち、就労定着支援事業所の利用者の割合【新規】 

福祉施設から一般就労への移行者のうち、就労定着支援事業所の利用者の割合を

７割以上とします。 

 

③ 就労定着率が８割以上の事業所が全体の７割以上【新規】 

就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所が就労定着支援事業所

全体の７割以上とします。 

 



56 

 

（５）相談支援体制の充実・強化【新規】 

 

【国の基本指針】 

○ 各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強 

化を実施する体制を確保すること。 

 

① 令和５年度までに、総合的・専門的な相談支援を実施する体制を確保します。 

 

② 令和５年度までに、地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保します。 

 

 

（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築【新規】 

 

【国の基本指針】 

○ 市町村において、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を構築する 

こと。 

 

令和５年度までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体 

制を構築します。 
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３ 障害福祉サービスの利用状況と見込量 

 

令和３年度から令和５年度までの障害福祉サービスの利用状況と必要量の見込みは次の

とおりです。必要量の見込みは、これまでのサービス利用実績やニーズ調査、国の方針等

を勘案し算出しています。 

 

【障害福祉サービスとは】 

○ 障害福祉サービスには、訪問系、日中活動系、居住系サービスがあります。 

○ 訪問系サービスには、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護

があり、これはホームヘルパーの派遣によるサービスです。 

○ 日中活動系サービスには、生活介護、療養介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継

続支援などの通所・入所施設の昼間のサービスです。 

○ 居住系サービスには、共同生活援助・施設入所支援などの夜間の居住を提供するサービスです。 

 

（１）訪問系サービス 

項 目 内 容 

サービスの 

内容 

居宅介護  居宅での入浴、排せつ、食事などの介護や通院の介助を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由、知的、精神障がいのため常時介護が必要な人

に対し居宅での生活全般にわたる介護や外出時における移動の

介護を総合的に行います。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難があるため

常時介護が必要な人に対して、行動する際に生じる危険を回避す

るために必要な援護や外出時における移動の介護を行います。 

重度障害者等

包括支援 

常時介護を必要とする障がい者等に対して、介護の必要度が著し

く高い場合に居宅介護等を包括的に行います。 

同行援護 
重度視覚障がい児・者に対する外出時の移動、視覚的情報の支援、

排せつ、食事等の介護の援助について支援を行います。 

サービスの 

利用状況 

居宅介護の利用は、見込量の約６割の利用状況でした。障がい者の地域移行を進

めるには在宅生活に必要なサービスであり、今後も増加を見込んでいます。 

重度訪問介護、重度障害者等包括支援の利用は、常時介護が必要な人で利用はあ

まりありませんが、在宅での介護は、家族が主体のため今後の利用を見込んでい

ます。 

行動援護の利用は１名と少ないですが、外出支援により社会参加できるように希

望される方が増えていることから、増加を見込んでいます。 

同行援護の利用は、見込量の約３割の利用状況でした。社会参加や外出等の利用

希望が年々増加していることから、今後も増加を見込んでいます。 

利用見込量 

確保の方策 

訪問系サービスは、利用量に対しサービス提供体制は整備できましたが、サービ

ス提供のヘルパーの人材不足のため、ヘルパー事業所等への働きかけや県の指

導・支援を得ながら確保を図ります。また、サービスの質の確保と利用量の増加

に伴う提供体制の確保に努めます。 
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① 障がい者・障がい児の合算 

（数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

居宅介護 

見込値 
利用者数 人 55 58 60 52 54 56 

利用量 時間分 770 812 840 458 475 493 

実績値 
利用者数 人 54 52 49    

利用量 時間分 506 441 404    

重度訪問介護 

見込値 
利用者数 人 1 1 1 1 1 1 

利用量 時間分 60 60 60 60 60 60 

実績値 
利用者数 人 0 1 0    

利用量 時間分 0 3 0    

行動援護 

見込値 
利用者数 人 2 2 2 2 2 2 

利用量 時間分 50 50 50 50 50 50 

実績値 
利用者数 人 1 1 1    

利用量 時間分 9 9 9    

重度障害者等 

包括支援 

見込値 
利用者数 人 1 1 1 1 1 1 

利用量 時間分 60 60 60 60 60 60 

実績値 
利用者数 人 0 0 0    

利用量 時間分 0 0 0    

同行援護 

見込値 
利用者数 人 16 18 20 18 19 20 

利用量 時間分 192 216 240 88 94 100 

実績値 
利用者数 人 13 16 15    

利用量 時間分 64 78 78    

 

② 障がい児のみ 

（数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

居宅介護 

見込値 
利用者数 人 1 1 1 1 1 1 

利用量 時間分 5 5 5 5 5 5 

実績値 
利用者数 人 1 1 1    

利用量 時間分 6 2 10    

重度訪問介護 

見込値 
利用者数 人 0 0 0 0 0 0 

利用量 時間分 0 0 0 0 0 0 

実績値 
利用者数 人 0 0 0    

利用量 時間分 0 0 0    

行動援護 

見込値 
利用者数 人 0 0 0 0 0 0 

利用量 時間分 0 0 0 0 0 0 

実績値 
利用者数 人 0 0 0    

利用量 時間分 0 0 0    

重度障害者等 

包括支援 

見込値 
利用者数 人 0 0 0 0 0 0 

利用量 時間分 0 0 0 0 0 0 

実績値 
利用者数 人 0 0 0    

利用量 時間分 0 0 0    

同行援護 

見込値 
利用者数 人 0 0 0 0 0 0 

利用量 時間分 0 0 0 0 0 0 

実績値 
利用者数 人 0 0 0    

利用量 時間分 0 0 0    
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（２）日中活動系サービス（介護給付） 

項 目 内 容 

サービスの 

内容 

生活介護 
常時介護を必要とする人に対して、施設などで入浴、排せつ、食事

の介護などを行い、また創作的活動や生産活動の機会を提供します。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、主に昼間において病院等への入

院による医学的管理のもと、食事や入浴等の介護を提供します。 

短期入所 
自宅で介護する人が病気などの場合に、昼夜を通して施設へ入所さ

せ、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 

サービスの 

利用状況 

生活介護の利用は、見込量の約９割の利用状況でした。身近なサービスであること

から今後も微増を見込んでいます。 

療養介護の利用は、県外１名、県内の近隣施設に７名入所されており、利用者はほ

ぼ横ばいです。 

短期入所の利用は、地域移行を考慮して増加を見込んでいましたが、見込量の約６

割でした。 

利用見込量 

確保の方策 

日中利用できる場所や家族介護の負担軽減等のため、市内の通所生活介護施設や短

期入所の利用を勧めます。また、サービス利用について、県や近隣市町、事業者と

の調整に努め、新規参入の事業者の掘り起こしを推進します。 
 

（数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

生活介護 

見込値 
利用者数 人 135 140 145 137 139 141 

利用量 人日分 2,700 2,800 2,900 2,672 2,711 2,750 

実績値 
利用者数 人 130 133 137    

利用量 人日分 2,548 2,569 2,658    

療養介護 

見込値 
利用者数 人 12 12 12 9 9 9 

利用量 人分 368 368 368 271 271 271 

実績値 
利用者数 人 9 9 8    

利用量 人分 283 259 243    

短期入所 

【障がい者・障

がい児の合算】 

見込値 
利用者数 人 16 18 21 12 12 12 

利用量 人日分 127 143 167 114 114 114 

実績値 
利用者数 人 12 12 8    

利用量 人日分 114 99 77    

短期入所 

【障がい児のみ】 

見込値 
利用者数 人 0 0 0 2 2 2 

利用量 人日分 0 0 0 2 2 2 

実績値 
利用者数 人 1 0 0    

利用量 人日分 1 0 0    

短期入所（ショー
トステイ）福祉型 
【障がい者・障が
い児の合算】 

見込値 
利用者数 人 15 17 20 12 12 12 

利用量 人日分 120 136 160 114 114 114 

実績値 
利用者数 人 12 12 8    

利用量 人日分 114 99 77    

短期入所（ショー
トステイ）医療型 
【障がい者・障が
い児の合算】 

見込値 
利用者数 人 1 1 1 3 3 3 

利用量 人日分 7 7 7 7 7 7 

実績値 
利用者数 人 0 0 0    

利用量 人日分 0 0 0    

短期入所（ショー

トステイ）福祉型 

【障がい児のみ】 

見込値 
利用者数 人 0 0 0 1 1 1 

利用量 人日分 0 0 0 1 1 1 

実績値 
利用者数 人 1 0 0    

利用量 人日分 1 0 0    

短期入所（ショー

トステイ）医療型 

【障がい児のみ】 

見込値 
利用者数 人 0 0 0 2 2 2 

利用量 人日分 0 0 0 2 2 2 

実績値 
利用者数 人 0 0 0    

利用量 人日分 0 0 0    
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（３）日中活動系サービス（訓練等給付） 

項 目 内 容 

サービスの 

内容 

自立訓練 

（機能訓練・

生活訓練） 

身体障がい者の身体機能の維持向上を目的とする機能訓練及び、知

的・精神障がい者を対象とする生活訓練の二種類に分かれます。い

ずれも自立した日常生活や社会生活を目指して身体機能又は生活

能力の向上に必要な訓練を一定の期間行います。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に対して、一定期間、就労に必要

な知識及び能力向上のための訓練を行います。 

就労継続支援 

Ａ型 

一般企業等での就労が困難な人に対して、働く場を

提供し知識及び能力の向上のために必要な訓練を

行うもので、事業所との雇用契約に基づき就労の機

会を提供します。 

Ｂ型 

一般企業等での就労が困難な人や一定の年齢に達

している人に対して、働く場や生産活動の機会を提

供し、知識及び能力の向上を図るもので、雇用契約

を伴わないものです。 

サービスの 

利用状況 

自立訓練は、施設入所者や宿泊型自立訓練として、自立生活のための生活訓練を行

います。機能訓練の利用は近隣の事業所の閉鎖により現在ありませんが、継続して

事業量は見込むものです。 

就労移行支援事業は、市内に事業所が１箇所あり、近隣の特別支援学校の卒業生の

利用や施設等に入所している利用者が就労を希望し利用しています。見込量の３割

の利用状況でした。 

就労継続支援事業は、事業所数が増加し、10箇所となりました。就労希望内容によ

り近隣の事業所を利用している人もあり、今後も増加を見込んでいます。 

利用見込量 

確保の方策 

就労系サービスは、市内に就労事業所が増え、障がい者の利用要望に対応できる体

制は概ね整いました。今後は、一般就労等に向けて就労事業者、ハローワーク、障

がい者就業・生活支援センター等と連携を図りながら就労支援に努めます。 

 

  （数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

自立訓練 

【機能訓練・生

活訓練の合算】 

見込値 
利用者数 人 6 6 6 2 2 2 

利用量 人日分 118 118 118 40 40 40 

実績値 
利用者数 人 2 1 1    

利用量 人日分 23 6 3    

自立訓練 

（機能訓練） 

見込値 
利用者数 人 1 1 1 1 1 1 

利用量 人日分 23 23 23 20 20 20 

実績値 
利用者数 人 1 0 0    

利用量 人日分 17 0 0    

自立訓練 

（生活訓練） 

見込値 
利用者数 人 5 5 5 1 1 1 

利用量 人日分 95 95 95 20 20 20 

実績値 
利用者数 人 1 1 1    

利用量 人日分 6 6 3    

就労移行支援 

見込値 
利用者数 人 6 8 10 10 12 14 

利用量 人分 132 176 220 200 240 280 

実績値 
利用者数 人 3 2 6    

利用量 人分 66 35 88    

就労継続支援

（Ａ型） 

見込値 
利用者数 人 15 16 17 12 13 14 

利用量 人日分 292 312 332 240 260 280 

実績値 
利用者数 人 12 10 11    

利用量 人日分 220 199 221    
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サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

就労継続支援

（Ｂ型） 

見込値 
利用者数 人 120 125 130 140 145 150 

利用量 人日分 2,400 2,500 2,600 2,746 2,846 2,946 

実績値 
利用者数 人 126 133 137    

利用量 人日分 2,484 2,575 2,708    

就労定着支援 

見込値 
利用者数 人 1 1 1 3 3 3 

利用量 人日分 5 5 5 12 12 12 

実績値 
利用者数 人 0 1 1    

利用量 人日分 0 1 3    

 

 

（４）居住系サービス 

項 目 内 容 

サービスの 

内容 

共同生活援助 

共同生活援助は、知的障がい者や精神障がい者に対して、夜間や

休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行いま

す。 

施設入所支援 
施設に入所している人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介

護などを行います。 

サービスの 

利用状況 

グループホームの実績は、利用見込値どおりでした。障がい者の地域移行や、高

齢の保護者が介護できなくなった場合が想定され、グループホームの利用が今後

も増えるものと予想します。 

利用見込量 

確保の方策 

地域で安心して自立した生活が送れるようグループホームの利用量の確保をし

ます。 

市内に精神障がい者と知的障がい者を対象としたグループホームが４箇所あり

ますが、入居希望者は多く、今後も、近隣の入居状況を確認し新規参入事業者等

の掘り起こしを推進します。 

施設入所者の地域移行に向けて、事業者等と連携を図りながら、自立訓練や就労

支援等のサービス活用を推進しながら地域移行を行います。 

 

（数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

共同生活援助 

見込値 
利用者数 人 50 52 54 60 62 64 

利用量 人分 1,500 1,560 1,620 1,710 1,770 1,830 

実績値 
利用者数 人 50 55 55    

利用量 人分 1,454 1,617 1,637    

施設入所支援 

見込値 
利用者数 人 107 105 106 101 100 99 

利用量 人分 3,210 3,150 3,196 3,060 3,030 3,000 

実績値 
利用者数 人 107 106 106    

利用量 人分 3,211 3,212 3,196    

自立生活援助 

見込値 
利用者数 人 2 2 2 1 1 1 

利用量 人分 10 10 10 5 5 5 

実績値 
利用者数 人 0 0 0    

利用量 人分 0 0 0    
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（５）相談支援（計画相談・地域相談支援） 

項 目 内 容 

サービスの 

内容 

計画相談支援 

障害福祉サービス等の利用者に対して、本人に必要なサービス内

容やサービス量等の相談やサービス等利用計画の作成を行いま

す。指定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、サービ

ス支給決定後に計画の見直し（モニタリング）や相談支援を行い

ます。 

地域相談支援

（地域移行支

援・地域定着

支援） 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障がい者や精

神科病院に入院している精神障がい者に住居の

確保など地域生活移行のための相談等を行いま

す。 

地域定着支援 

地域で単身生活の障がい者や同居家族からの支

援が受けられない障がい者に、地域生活定着の

ための相談やサポートを行います。 

サービスの 

利用状況 

指定相談支援事業者は市内に６箇所あり相談支援専門員は 10名いますが、障害

福祉サービス利用者全員の計画相談を作成するには人員不足の状況です。 

地域相談支援の利用は現在ありませんが、今後地域移行を推進するために、相談

員の質の向上を図り提供体制の整備を推進します。 

利用見込量 

確保の方策 

指定相談支援事業者に相談支援専門員の増員、障害福祉サービス事業者等に参入

の呼びかけを行い、提供体制の整備を推進します。 

 

（数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

計画相談支援 
見込量 利用者数 人 35 40 45 101 111 121 

実績 利用者数 人 61 77 92    

地域移行支援 
見込量 利用者数 人 1 1 1 2 2 2 

実績 利用者数 人 0 0 0    

地域定着支援 
見込量 利用者数 人 1 1 1 2 2 2 

実績 利用者数 人 0 0 0    
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４ 地域生活支援事業 

 

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき実施する事業で、必須事業と地域の特

性や利用者の状況に応じて柔軟に対応できる任意事業で構成されています。 

 

（１）必須事業 

① 理解促進研修・啓発事業 

障がい者等が日常・社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発を行います。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

理解促進研修・啓発事業 
見込値 検討 検討 実施 実施 実施 実施 

実績値 検討 検討 検討 
   

 

② 自発的活動支援事業 

障がい者等が自立した日常・社会生活を営むことができるよう、障がい者等、そ

の家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援します。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

自発的活動支援

事業 

見込値 

実施回数 回 3 3 3 3 3 3 

実人数 人 15 15 15 7 8 9 

延べ人数 人 30 30 30 21 24 27 

実績値 

実施回数 回 3 1 2    

実人数 人 6 6 6    

延べ人数 人 15 6 12    

 

③ 相談支援事業 

・基幹相談支援センター等機能強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施できるよう、一般的な相談事業に加え、専門

的な相談支援が必要となる困難な事例の対応や相談支援事業者に対する専門的指

導・助言を行うため、相談支援機能の強化を図ります。 

相 談 機 関 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

大洲市障がい者基幹相談支援

センター（専門的職員の配置） 

見込値 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実績値 実施 実施 実施 
   

 

～ 大洲市障がい者基幹相談支援センターについて ～ 

大洲市障がい者基幹相談支援センターは、障がいのある方やその家族が住み慣れ

た地域で安心して暮らせるよう、相談支援の中核的機関として、平成 29年４月から

大洲市役所社会福祉課内に開設しました。同センターでは、専門職員（保健師、社

会福祉士、精神保健福祉士）を配置し、専門相談、権利擁護、虐待防止、地域移行

の普及啓発、地域の相談支援体制の強化や地域のネットワーク構築を図ります。
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・相談支援事業 

相談支援事業は、障がい者やその家族からの相談に応じて、必要な情報の提供及

び助言、サービス利用の援助、サービス事業者や関係機関との連絡調整等を総合的

に行います。 

 

相 談 機 関 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

社会福祉課障が

い福祉係 

見込値 合計 件 220 235 250 1,060 1,080 1,100 

実績値 

訪問 件 64 54 92 

来庁（来所） 件 126 232 240 

電話 件 254 274 712 

合計 件 444 560 1,044 1,060 1,080 1,100 

大洲市保健セン

ター 

見込値 合計 件 520 520 520 520 530 540 

実績値 

訪問 件 201 124 60 

来庁（来所） 件 153 138 76 

電話 件 247 248 324 

合計 件 601 510 460 520 530 540 

相談支援事業所

（三善会） 

見込値 合計 件 337 337 350 620 640 660 

実績値 

訪問 件 156 170 254 

来庁（来所） 件 17 16 22 

電話 件 334 371 322 

合計 件 507 557 598 620 640 660 

相談支援事業所

（大洲育成園） 

見込値 合計 件 385 395 410 320 340 360 

実績値 

訪問 件 81 110 118 

来庁（来所） 件 19 14 4 

電話 件 168 129 178 

合計 件 268 253 300 320 340 360 

相談支援事業所

（かみやま） 

見込値 合計 件 320 320 335 1,060 1,080 1,100 

実績値 

訪問 件 59 69 62       

来庁（来所） 件 117 194 152       

電話 件 322 628 834       

合計 件 498 891 1,048 1,060 1,080 1,100 

相談支援事業所

（あゆむ苑） 

見込値 合計 件   280 300 320 

実績値 

訪問 件 68 

来庁（来所） 件 88 

電話 件 110 

合計 件 266 280 300 320 

 

④ 成年後見制度利用支援事業 

身寄りがないなどの理由で法定後見の申立てができない重度の知的障がい者又は

精神障がい者で、障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする方等に対して、

成年後見制度の利用について必要となる経費の助成を行います。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

成年後見制度利

用支援事業 

見込値 利用者数 人 1 1 1 2 3 3 

実績値 利用者数 人 0 0 0 
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⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

社会福祉法人や社団法人、NPO などの法人による法人後見活動を支援するために、

実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、弁護士・司法書士

等の専門職による支援体制の構築などを行います。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

成年後見制度法人

後見支援事業 

見込値 
受任団体数 検討 検討 実施 1 1 1 

受任者数 
   

1 2 3 

実績値 検討 検討 検討 
  

 

⑥ 意思疎通支援事業 

聴覚、言語・音声機能等の障がいにより、意思疎通を図ることに支援が必要な方

に対する手話通訳者や要約筆記者の派遣事業、手話通訳者の設置を行います。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

手話奉仕員派遣

事業 

見込値 派遣人員 人 30 32 34 37 39 41 

実績値 派遣人員 人 25 32 35    

要約筆記者派遣

事業 

見込値 派遣人員 人 32 34 35 25 25 25 

実績値 派遣人員 人 29 25 25    

手話通訳者設置

事業 

見込値 実設置者数 人 1 1 1 1 1 1 

実績値 実設置者数 人 1 1 1    

 

⑦ 日常生活用具給付等事業 

日常生活用具給付等事業は、日常生活を営むのに支障のある重度障がい者に対し、

日常生活上の便宜を図るための用具を給付又は貸与します。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

介護・訓練支援用具 

（特殊寝台、特殊マットなど） 

見込値 件 5 5 5 5 5 5 

実績値 件 4 1 3    

自立生活支援用具 

（入浴補助用具など） 

見込値 件 7 7 7 7 7 7 

実績値 件 6 6 7 

在宅療養等支援用具（透析加

温器など） 

見込値 件 10 10 10 10 10 10 

実績値 件 9 2 5 

情報・意思疎通支援用具（携

帯用会話補助装置など） 

見込値 件 22 24 26 23 27 31 

実績値 件 15 18 20 

排せつ管理支援用具（ストマ

用装具など） 

見込値 件 1,140 1,180 1,220 1,294 1,373 1,457 

実績値 件 1,084 1,154 1,220 

住宅改修費（居宅生活動作補

助用具） 

見込値 件 4 4 4 4 4 4 

実績値 件 0 1 2 

合計 
見込値 件 1,188 1,230 1,272 1,343 1,426 1,514 

実績値 件 1,118 1,182 1,257 

 

⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙
ご い

及び手話表現技術を習得した者を養成

し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常・社会生活を営む

ことができるよう手話奉仕員養成研修を含む各種講座を実施します。 
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サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

手話奉仕員 

見込値 
終了者数 人 10 10 10 10 10 10 

登録者数 人 2 2 2 2 2 2 

実績値 
終了者数 人 15 10 0    

登録者数 人 0 0 0    

要約筆記奉

仕員 

見込値 
終了者数 人 5 5 5 3 3 3 

登録者数 人 1 1 1 1 1 1 

実績値 
終了者数 人 0 6 3    

登録者数 人 0 0 0    

点訳奉仕員 
見込値 終了者数 人 5 5 5 3 3 3 

実績値 終了者数 人 0 5 1    

朗読奉仕員 
見込値 終了者数 人 10 10 10 12 12 12 

実績値 終了者数 人 8 7 8    

傾聴奉仕員 
見込値 終了者数 人 10 10 10 30 33 36 

実績値 終了者数 人 21 24 8    

 ※令和２年度の実績値については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、講座の開設を

取りやめたものや、利用者が減少したものがあります。 

 

⑨ 移動支援事業 

移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者等に社会生活上必要不可欠な外

出を円滑に行えるよう支援し、地域における自立した生活や社会参加の促進を図る

ものです。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

移動支援事業 

見込値 
利用者数 人 17 17 17 14 14 14 

延べ時間数 時間 2,300 2,300 2,300 1,768 1,768 1,768 

実績値 
利用者数 人 15 14 13 

延べ時間数 時間 1,665 1,768 1,639 

 

⑩ 地域活動支援センター機能強化事業 

地域活動支援センター事業は、基礎的事業として、障がい者に創作的活動や生産

活動などの機会を提供し、地域生活の支援を行います。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

地域活動支援セ

ンター（基礎的事

業） 

見込値 
実施箇所数 箇所 3 3 3 2 2 2 

実利用人数 人 55 55 55 51 51 51 

実績値 
実施箇所数 箇所 3 3 2    

実利用人数 人 49 51 49    

上記のうち強化

事業実施の箇所

数 

見込値 

（Ⅰ型） 箇所 0 0 0 0 0 0 

（Ⅱ型） 箇所 2 2 2 1 1 1 

（Ⅲ型） 箇所 1 1 1 1 1 1 

実績値 

（Ⅰ型） 箇所 0 0 0    

（Ⅱ型） 箇所 2 1 1    

（Ⅲ型） 箇所 1 1 1    
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（２）任意事業 

地域生活支援事業の任意事業として、日中一時支援事業、生活支援事業、軽度生活

援助事業、社会参加促進事業、障害者虐待防止対策支援事業、障害支援区分認定等事

務（認定審査会）を実施しています。 

 

① 日中一時支援事業 

日中一時支援事業は、障がい児・者の家族の就労支援や障がい児・者を日常的に

介護している家族の一時的な休息などを提供するものです。そのため、障がい児・

者に対して、日中における活動の場を確保します。 

（数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

日中一時支援 

見込値 

利用箇所数 箇所 6 6 6 4 5 5 

利用者数 人 50 55 60 78 86 95 

延べ時間数 時間 400 450 500 655 722 798 

実績値 

利用箇所数 箇所 4 5 4 

利用者数 人 56 65 58 

延べ時間数 時間 452 581 639 

 

② 軽度生活援助事業 

軽度生活援助事業は、在宅において一人暮らしを継続するために必要な軽度の生

活援助（衛生環境保持・住環境整備）を実施しています。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

軽度生活援助事

業 

見込値 利用件数 件 2 2 2 3 3 3 

実績値 利用件数 件 0 0 1 

 

③ 社会参加促進事業 

社会参加促進事業は、障がい者等の社会参加の促進を目的として実施する事業で

す。 

・スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者の体力増進や交流を促進する

障がい者スポーツ大会等の開催 

・手話通訳、要約筆記に必要な技術等を習得する通訳者等養成講座の開催 

・点訳、朗読により、広報等の情報を定期的に障がい者に提供する事業 

・自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

スポーツの集い 
見込値 人 280 280 280 300 300 300 

実績値 人 271 260 190    

ソフトボール大会 
見込値 人 120 120 120 

中止 
実績値 人 0 0 0 

点字・声の広報等発行事業 
見込値 回 40 40 40 50 50 50 

実績値 回 63 49 50    

自動車運転免許取得費助

成事業 

見込値 人分 1 1 1 1 1 1 

実績値 人分 1 0 1    

自動車改造費助成事業 
見込値 人分 2 2 2 2 2 2 

実績値 人分 2 1 2    
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④ 【新】地域移行のための安心生活支援事業 

  地域生活拠点等整備として、介護者の急病時等に必要となる緊急時の受入対応事

業や、施設等からの地域移行や保護者からの自立を目的として、障害福祉サービス

の利用体験を行う地域生活トライアル事業を実施します。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

緊急時の受入対応事業 見込値 
人    1 2 3 

日    14 28 42 

地域生活トライアル事業 見込値 
人    2 3 4 

日    14 21 28 

 

⑤ 障害者虐待防止対策支援事業 

障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うた

め地域における関係機関等の協力体制や支援体制の強化を図ることを目的に行いま

す。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

障害者虐待防止

事業 

見込値 訪問件数 件 5 5 5 5 5 5 

実績値 訪問件数 件 0 0 0 
   

大洲市障がい者

虐待防止セン

ター 

見込値 相談対応件数 件 5 5 5 5 5 5 

実績値 相談対応件数 件 5 5 0 
   

 

⑥ 障害支援区分認定等事務（認定審査会） 

認定は調査員による聞き取り調査の結果をコンピューターで判定し（一次判定）、

その後、障がい福祉の専門家から構成される「障害支援区分審査会」において一次判

定の結果と医師の意見書等をもとに、審査（二次判定）を行い決定されます。 

審査に基づく障害支援区分の有効期間は原則３年となっており、有効期間の範囲

内で障害福祉サービスを利用することになります。 

なお、本市においてはサービスの更新手続をスムーズに進めるため、有効期間を

３年を超えない範囲で認定し、利用者の誕生月の末日で更新ができるよう順次見直

しながら区分認定を行っています。 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

大洲市障害支援 

区分審査会にお

ける認定状況 

見込値 合計 件 145 150 155 100 140 125 

実績値 

非該当 件 0 0 0 
   

区分１ 件 5 2 0 
 

区分２ 件 24 11 7 
 

区分３ 件 25 22 6 
 

区分４ 件 19 31 2 
 

区分５ 件 10 30 3 
 

区分６ 件 5 27 3 
 

合計 件 88 123 110 
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（３）利用見込量確保の方策 

大洲市地域生活支援事業は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、実施するものです。 

障がい者等が、地域生活を営む上で必要な支援やサービスの提供体制を計画的に整

備するとともに、その上で必要になる福祉サービスの利用量の確保について、国･県

の事業を有効に活用しつつ、安定的かつ継続的な支援の方向性を検討します。 

 

 

５ 大洲市障がい者自立支援協議会 

大洲市障がい者自立支援協議会は、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関

するシステムづくりについて、中核的な役割を担う定期的な協議の場として、現在９人の

委員を委嘱し、年２回の全体会において諸課題について継続的な協議を実施しています。 

また、協議会のワーキングチームにあたる専門部会については、「就労部会」「権利擁

護・地域移行部会」「こども福祉サービス部会」の３部会を設置しており、定例会（相談支

援会議）の開催協議と連携して、処遇困難事例や地域の支援体制づくりに関する取組を進

めています。 

 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

大洲市障がい者自立支援

協議会 

見込値 回 2 2 2 2 2 6 

実績値 回 2 2 4    

専門部会 
見込値 回 6 6 6 8 8 8 

実績値 回 8 8 8    

 ※令和５年度は、大洲市障がい者計画（第５次）、大洲市障がい福祉計画（第６期）及び大洲市 

障がい児福祉計画（第２期）の計画期間が最終年度となるため、協議会の開催回数を例年より

多く見込んでいます。 
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１ 計画の基本的考え方 

 

この計画は、障がい児のサービス提供体制の計画的な構築のため、ライフステージに応

じた切れ目のない支援と保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携した支援を提

供する体制の構築を図るとともに、児童発達支援センターについては、地域支援機能を強

化することにより地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進することが重要で

あるため、必要となる体制整備に努めます。また、医療的ケア児支援のための保健・医

療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関との協議をさらに進めます。 

計画の基本目標の実現のために、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正に伴う基

本指針の見直しを踏まえ、次の基本的な視点により計画を推進します。【基本指針の見直

しを踏まえ再掲】 

 

１ 計画の基本的考え方 

  障がい児のサービス提供体制の計画的な構築のための基本的な考え方は以下のとおり。 
   
  

（１）切れ目のない支援体制の構築   
   
  

（２）地域支援体制の構築   
   
  

（３）保育、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援   
   
  

（４）地域社会への参加・包容の推進   
   
  

（５）特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備   
   
  

（６）障害児相談支援の提供体制の確保、関係機関との連携   

 

（１）切れ目のない支援体制の構築 

① 子ども・子育て支援法においては、「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全

ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なもの

でなければならない」と規定されています。また、アンケート調査からも幼児期か

ら成人までの切れ目のない支援への要望が多くなっています。 

同法に基づく保育・教育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福

祉サービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生

社会の形成促進の観点から、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携

を図った上で、障がい児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫し

た効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ります。 

② 地域の児童発達支援事業所に市直営の「大洲愛育ホーム」があります。大洲愛育

ホームでは、保健センター、保育所等の関係機関との連携により早期療育に努める

とともに、就学予定児童に対し教育委員会のこども発達支援室や入学予定小学校と

第２章 障がい児福祉計画（第２期） 
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の連携により、切れ目のない支援に努めるものとします。また、利用者数は年々増

加傾向にあることから、施設の充実について検討を行います。 

 

（２）地域支援体制の構築 

① 障害児通所支援等について、障がい種別や年齢別のニーズに応じた支援が身近な

場所で提供できるように、地域における支援体制整備を図ります。 

② 児童発達支援センターについては、障がいの重度化・重複化や多様化に対応する

専門的機能の強化を図るとともに、地域における中核的な支援施設として位置づけ、

障害児通所支援等と緊密な連携を図り、重層的な障がい児支援の体制整備に努めま

す。また、地域支援機能を強化することにより地域社会への参加や包容（インクル

ージョン）を推進します。 

③ 障害児入所支援についても、地域において虐待を受けた障がい児への対応等を含

め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要があるため、支援にあた

っては愛媛県福祉総合支援センター（児童相談所）や市教育委員会及び子育て支援

課等が連携し支援に努めます。 

④ 障害児通所支援及び障害児入所支援は、愛媛県による障害児通所支援の広域的な

調整及び障害児入所支援の体制整備の双方の観点による一体的な方針の策定を受け

て、障がい児支援の両輪として、相互に連携をとりながら進めていきます。また、

障害児通所支援及び障害児入所支援は、障がい児に対し、質の高い専門的な発達支

援を行う機関であることから、支援の質の向上と支援内容の適正化を図っていきま

す。 

 

（３）保育、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

① 障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健

全育成事業（放課後児童クラブ）、幼稚園等の子育て支援施策との緊密な連携を図

ることが重要であることから、該当児の障がいを早期に発見し、多様な支援を行う

ため、母子保健施策との緊密な連携を図るとともに、庁内においても市教育委員会

及び子育て支援課等との連携体制を確保します。 

② 障がい児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が円滑

に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害

児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密

な連携を図るとともに、庁内においても市教育委員会及び子育て支援課等との連携

体制を確保します。 

 

（４）地域社会への参加・包容の推進 

① 保育所等訪問支援を活用し、障害児通所支援事業所等が保育所や認定こども園、

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）、幼稚園、小学校、特別支援学校等

の育ちの場での支援に協力できるような体制を構築することにより、地域社会への

参加・包容の推進を図ります。 
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（５）特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 

① 重症心身障がい児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等の

障害児通所支援が受けられるように、地域での支援体制の充実に努めます。 

② 医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、障がい

児支援に努めます。また、心身の状況に応じた保健、医療、障がい福祉、保育、教

育等の各関連分野の支援が受けられるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステ

ーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育

所等、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連

分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制の構築に努め、医療的ケア児

の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるものとします。加えて、医療的ケ

ア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーデ

ィネーターとして養成された相談支援専門員等※の配置に努めます。事業所アンケ

ート調査からも医療的ケア児に対する支援体制への要望が多く、解決に向けた取組

を進めていきます。 

③ 重症心身障がい児や医療的ケア児が利用する短期入所の実施体制の確保について

は、家庭的環境等を十分に踏まえた支援や家庭のニーズの把握が必要となるため、

家庭等のニーズの多様化を踏まえ障がい者自立支援協議会において検討します。 

④ 強度行動障がいを有する障がい児に対して、障害児通所支援等において適切な支

援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備に努めます。 

⑤ 虐待を受けた障がい児等に対しては、愛媛県福祉総合支援センター（児童相談所）

や市子育て支援課等との連携により、障がい児の状況等に応じたきめ細かな支援を

行うよう努めます。 

⑥ 発達障がい及びその可能性のある幼児・児童・生徒に対して、特別支援教育巡回

相談を活用し、その指導方法や支援について保護者及び教員へ助言を行います。ま

た、発達に関する中核的支援機関を中心に、関係機関が連携し、早期からの一貫し

た支援を行うよう努めます。 

 

  医療的ケア児支援に関する連携イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コーディネーターとしての相談支援専門員等 

ア 医療的ケア児が必要とする他分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的・包括的な 

  支援の提供につなげる。 

イ 自立支援協議会に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら 

 医療的ケア児支援のための地域づくりを推進する。 
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（６）障害児相談支援提供体制の確保・関係機関との連携 

① 障害児相談支援は、障がいの疑いの段階から障がい児本人や家族に対する継続的

な相談支援を行うとともに、支援を行うにあたって関係機関をつなぐ中心となる重

要な役割も担っています。このため、障がい者の相談支援と同様に、障がい児の相

談支援についても、保健センター、子育て支援課、教育総務課等、関係する担当課

と連携を図りながら、質の確保と向上を目指して、支援提供体制の構築を図るもの

とします。 

 

    ＜関係機関＞          ＜障がい児福祉サービス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

＜保健センター＞ 

乳幼児健康診断 

乳幼児発達支援事業 

 ・発達相談 

 ・チューリップ教室 

家庭訪問・相談 

＜子育て支援課＞ 

子育て支援センター 

児童館 

保育所 

幼稚園 

認定こども園 

<教育総務課＞ 

こども発達支援室 

窓口相談/巡回相談 

教育相談 

支援ファイル 

ことばに関する指導 

障
害
児
相
談
支
援
事
業
所 

 

 

 

児童発達支援事業 

 

 

 

放課後等 

デイサービス 

 

 

 

保育所等 

訪問支援事業 

小学校・中学校 （特別支援学級） 

特別支援学校（小・中・高） 
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２ 令和５年度までの成果目標等 

 

国の基本指針を踏まえ、令和５年度末を目標年度とし、障がい児支援のための提供体制

整備の目標を設定しました。 

 

【国の基本指針】 

○ 児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１箇所設置する。 

○ 保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築する。 

○ 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市

町村又は各圏域に少なくとも１箇所以上確保する。 

○ 各都道府県、各圏域、各市町村において、医療的ケア児支援の協議の場を設置するとともに、

医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。 

 

（１）重層的な地域支援体制の構築を目指すための中核的機能を持つ場の設置及び保育所

等訪問支援の充実 

① 重層的な地域支援体制の構築を図るために関係する各課との連携協議を推し進め、

市民にわかりやすい窓口（ワンストップ窓口）の設置と必要な体制整備に努めます。 

② 地域社会への参加・包容を推進するため、保育所等訪問支援を利用できる体制の

構築に努めます。 

 

地域における年齢に応じた重層的な支援体制のイメージ 

年齢に従い利用するサービスが変わっても、関係機関による重層的な支援が継続されることを期待 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保健所・障害児等療育支援事業・子ども発達支援センター（仮称：教育総務課）  障がい者基幹相談支援センター 
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（２）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事

業所の確保 

重症心身障がい児が身近な地域で支援が受けられるように、令和５年度末までに、

圏域において主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所の確保に努めます。 

 

（３）医療的ケア児支援のための保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関の連

携の充実 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、障がい者自立支援協議会の下部組

織である「こども福祉サービス部会」での協議をさらに進めるとともに、医療的ケア

児等に関するコーディネーターの配置に努めます。 

 

項 目 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

医療的ケア児に関するコーディネーターの配置人数 2人 2人 3人 
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３ 障がい児支援サービスの利用状況と見込量 

令和３年度から令和５年度までの、障がい児福祉サービスの利用状況と必要量の見込み

は次のとおりです。必要量の見込みは、これまでのサービス利用実績やニーズ調査、国の

方針等を勘案し算出しています。 

 

項 目 内 容 

サービスの 

内容 

児

童

発

達

支

援 

児童発達支援

事業所 

通所による日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与や集団生活への適応訓練等を行います。 

児童発達支援

センター 

上記サービスに加え、保育所等訪問支援や障害児相談支援などの

実施が求められています。 

放課後等デイ

サービス 

障がいのある子どもに対し、放課後や学校の休日、夏休み等長期

休業中において、生活能力の向上のために必要な訓練等を行いま

す。 

保育所等訪問支援 
保育所等を利用中の障がい児に対し、障がい児以外の児童との集

団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 

医療型児童発達

支援 
児童発達支援及び治療を行うものです。 

障害児相談支援 

障害児通所等サービスを利用する場合、障がい児の心身の状況や

保護者の利用意向等を勘案し、指定障害児相談支援事業者が障害

児相談支援利用計画を策定します。計画策定後、モニタリングを

行いサービスの見直しや保護者の相談等も行います。 

居宅訪問型児童

発達支援 

重度の障がいのある子どもの家を訪問し、日常生活における基本

的な動作の指導、知識技能の付与を行います。 

サービスの 

利用状況 

児童発達支援事業は、市内１事業所で提供しています。保健センター実施の乳幼児

健診等から早期に利用につながっていることから増加傾向です。 

放課後等デイサービスは、市内では、第５期計画中に２事業者増加し、５事業者と

なっています。身近で利用が可能となったことから利用者が大幅に増えています。

特に長期休暇中（夏休み等）の利用が増えています。 

保育所等訪問支援事業については、現在市内に事業者がなく、市外事業所にて１名

利用のみの現状です。 

障害児相談支援は、障害児通所支援サービス等の相談や利用等の計画策定を行いま

す。現在サービス利用者の計画は全員作成できており、利用者数は大幅に増加して

います。 

利用見込量 

確保の方策 

保健センター主催の乳幼児健診等から発達障がい等の早期発見に努め、療育相談や

適切な支援を行います。 

医療・保健・福祉・教育関係との連携を図り、早期療育と必要なサービス等の推進

を行います。 

障がい児とその家族が身近に相談できるよう相談体制を整えます。 

保育所等訪問支援事業について、利用希望者の需要把握を行うとともに、県や近隣

市町、事業者との調整に努め、新規参入事業者の掘り起こしを推進します。 

サービス利用時の計画作成を行う指定障害児相談支援事業者と連携を図り、スムー

ズな計画作成を行います。障害児相談支援利用者数が、大幅に増加していることを

踏まえ、対応できる体制確保を進めます。 

医療型児童発達支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業については、現時点での実

績はありませんが、今後もニーズの把握に努め、利用希望がある場合には、他市町、

圏域での利用調整を行います。 
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（数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

児童発達支援 

見込値 
利用者数 人 50 52 54 51 53 55 

利用量 人日分 150 156 162 110 115 119 

実績値 
利用者数 人 43 51 46       

利用量 人日分 92 110 94       

放課後等デイ

サービス 

見込値 
利用者数 人 35 40 45 70 75 80 

利用量 人日分 385 440 495 980 1,050 1,120 

実績値 
利用者数 人 54 61 64       

利用量 人日分 649 820 909       

保育所等訪問支

援 

見込値 
利用者数 人 1 1 1 1 1 1 

利用量 人日分 2 2 2 2 2 2 

実績値 
利用者数 人 0 0 1       

利用量 人日分 0 0 2       

医療型児童発達

支援 

見込値 
利用者数 人 0 0 0 0 0 0 

利用量 人日分 0 0 0 0 0 0 

実績値 
利用者数 人 0 0 0       

利用量 人日分 0 0 0       

居宅訪問型児童

発達支援 

見込値 
利用者数 人 1 1 1 0 0 0 

利用量 人日分 5 5 5 0 0 0 

実績値 
利用者数 人 0 0 0       

利用量 人日分 0 0 0       

 

 

（数値はひと月当たり） 

サービス種別 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

障害児相談支援 
見込値 利用者数 人 10 11 12 44 54 64 

実績値 利用者数 人 19 24 34    
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１ 成年後見制度の利用促進にあたって 

 

（１）成年後見制度の利用促進の目的 

 

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成 28年法律第 29号。以下「利用促

進法」という。）に基づいて成年後見制度の利用促進を行い、高齢者や障がい者の「権

利擁護」と「意思決定支援」を推進します。 

 

 

（２）成年後見制度利用促進の概要 

 

成年後見制度は認知症や障がいなどにより、自分一人で判断することが難しい方に

ついて、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が身の回りに配慮しながら、財産

の管理や福祉サービス等の契約行為を行い、本人の権利を守り生活を支援していく制

度です。このように成年後見制度は、本人の権利を擁護するうえで重要な手段であり

ますが、十分に利用が進んでおらず、必要な方が利用できているとはいえない状況で

す。 

この状況を踏まえ、国は平成 28年５月に利用促進法を施行し、これまでの取組のさ

らなる促進に加えノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上保護の重視に向け

た制度理念の尊重を図ることとしました。また、利用促進法第 14条第１項において、

市町村は国の成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における

成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努める

ものと明示されたことから、市民生活に密接する重要な成年後見制度についての施策

を進めるため、大洲市では新たに成年後見制度利用促進基本計画を定め、取り組むこ

とにしています。 

なお、計画策定にあたっては、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職と意

見交換及び検討を重ね、策定することとします。 

 

（３）成年後見制度利用促進基本計画の期間 

成年後見制度利用促進基本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間

とします。 

 

年 度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

大洲市成年後見制度利用促進基本計画 
   

 

第３章 成年後見制度利用促進基本方針 
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（４）成年後見制度について 

成年後見制度とは認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分で

ない方に代わり、家庭裁判所から選任された援助者（成年後見人等）が、財産管理、

生活に必要な福祉サービスや施設入所等に関する契約締結、本人の行った不利益な法

律行為を取り消すといったことを行うことで、本人を法的に保護し、権利を擁護する

制度です。 

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の２種類があります。 

 

【法定後見制度と任意後見制度について】 

 説   明 

法定後見制度 
すでに判断能力が不十分な方について、本人や親族等が家庭裁判所に申

立て、成年後見人等が選任される制度 

任意後見制度 
将来、判断能力が不十分となった場合に備え、あらかじめ自らが選んだ

方に代わりに行ってもらいたいことを契約で決めておく制度 

 

【法定後見制度の３つの類型】 

類 型 該 当 基 準 

後 見 
支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない

方 

保 佐 
支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができ

ない方 

補 助 
支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難し

い場合がある方 
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２ 成年後見制度の現状と課題について 

 

（１）全国的な状況 

① 利用者数 

令和元年 12月末時点での成年後見制度の利用者の総数は 224,442人となっていま

す。申立類型別に見ると、成年後見、保佐、補助、任意後見ともに利用者数は年々

増加しています。 

 

   【図１】成年後見制度の利用者数の推移 

 
（注）成年後見制度の利用者とは、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判がされ、現に成年

後見人等による支援を受けている成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人

選任の審判がされ、現に任意後見契約が効力を生じている本人をいう。 

〔出典：厚生労働省「成年後見制度の現状」（令和２年６月）〕 

 

 

② 成年後見人等の属性 

選任された成年後見人等の属性については、78.2％が親族以外となっており、親

族が選任された割合を大きく上回っています。 
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7,779 

21.8%

27,930 

78.2%

（件）

親族

親族以外
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0
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平成29年度 平成30年度 令和元年度

（件）

総数 うち市町長申立

【図２】成年後見人等と本人との関係別件数・割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出典：最高裁判所事務総局家庭局成年後見関係事件の概要（平成 31年 1月～令和元年 12月）〕 

  

（２）愛媛県及び大洲市の現状 

① 成年後見制度の利用状況 

愛媛県及び本市における成年後見制度の利用者数は以下のとおりです。後見類型

に比べ保佐及び補助類型の割合がかなり低い状況です。 

 

【表１】成年後見制度の利用者数 

 後 見 保 佐 補 助 任意後見 

愛媛県 1,663人   367人   115人   17人 

大洲市   93人    9人    4人   2人 

〔令和元年 11月 1日時点〕     

 

② 成年後見制度の申立件数 

松山家庭裁判所大洲支部管轄内では、申立件数の総数、市町長による申立件数い

ずれも増加傾向にあります。 

【図３】大洲支部管内における成年後見制度の申立て件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資料：松山家庭裁判所大洲支部より提供〕 

（注）松山家庭裁判所大洲市部の管轄は大洲市、喜多郡内子町（旧小田町部分を除く）、八幡浜市、西予市の一部

（三瓶町）、西宇和郡 
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③ 成年後見制度利用支援事業 

本市では、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、自ら申立てができ

ない、または申立てができる親族がいない場合に市長による申立てを実施していま

す。さらに、第三者後見人に対する報酬費用についても、市長申立を行った者のう

ち、それを負担する資力がない者に対して報酬費用の助成を行っています。なお、

本市における市長申立の件数は、過去３年間をみるとほぼ横ばいとなっており、報

酬費用の助成件数については減少しています。 

 

【表２】大洲市における市長申立の件数 

 

【表３】大洲市における報酬費用助成の件数 

 

 

④ 成年後見制度に関するアンケート結果 

大洲市障がい福祉計画（第６期）・障がい児福祉計画（第２期）策定にかかるア

ンケート調査報告書より、成年後見制度に関する調査結果を示します。 

   

問 24 成年後見制度の利用希望 

あて名のご本人が、判断能力が十分でなくなったとき、成年後見制度を利用したいと思

いますか。 

「思う」が 44.1％、「思わない」が 48.2％となっています。 

 

 

 

 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

高齢者に関する 

市長申立の件数 
4件 3件 3件 

障がい者に関する 

市長申立の件数 
0件 2件 2件 

合計 4件 5件 5件 

 
平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

高齢者に関する 

報酬費用助成件数 
4件 3件 2件 

障がい者に関する 

報酬費用助成件数 
0件 0件 0件 

合計 4件 3件 2件 

44.1 48.2 7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(回答者数=365)思う 思わない 無回答
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38.6

1.9
3.3

14.0

1.6
2.7 0.3

1.4

18.6

2.2

15.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(回答者数=365)

市役所社会福祉課（障がい者基幹相談支援センター）

市役所高齢福祉課（地域包括支援センター）

社会福祉協議会

相談支援事業所（大洲ホーム、育成園、かみやま、あゆむ苑、TSUNAGU、宗友福祉会など）

弁護士事務所（法テラスも含む）

司法書士事務所

行政書士事務所

家庭裁判所

どこに相談したらよいかわからない

その他

無回答

65.3

27.3

15.9

15.9

11.9

14.2

2.8

4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

制度を使わなくても頼れる家族・親族がいるため

どのような制度なのかよくわからないため

手続きの方法がよくわからないため

どこに相談したらよいかわからないため

申立て手続きや利用にかかる

費用を支払うことができないため

他人（家族を含む）に自分の財産

等を任せることが不安であるため

その他

無回答

(回答者数=176)

問 25 成年後見制度の利用を希望しない理由（あてはまるものすべてに○） 

問 24で「２．思わない」と答えた方にうかがいます。成年後見制度を利用したいと思わ

ない理由を教えてください。 

「制度を使わなくても頼れる家族・親族がいるため」が 65.3％と多く、次いで「どのよ

うな制度なのかよくわからないため」が 27.3％、「手続きの方法がよくわからないため」

「どこに相談したらよいかわからないため」がともに 15.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 26 成年後見制度の相談窓口 

成年後見制度について相談するとしたら、どの窓口に相談に行きますか。 

「市役所社会福祉課（障がい者基幹相談支援センター）」が 38.6％と多く、次いで「ど

こに相談したらよいかわからない」が 18.6％、「相談支援事業所（大洲ホーム、育成園、

かみやま、あゆむ苑、TSUNAGU、宗友福祉会など）」が 14.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果からわかったこと】 

・障がいのある方について、頼れる家族や親族が健康なうちは成年後見制度の利用の必要性が

なくても、例えば親が子の面倒をみれなくなった時に誰がどのようにその子をサポートする

か、いわゆる「親なき後問題」についての検討が将来的に必要となる可能性があります。 

・成年後見制度がどのような制度でどのようなことをしてくれるのか、相談場所がどこなのか

がわからないという意見が多く、制度の内容や相談場所について、さらなる周知活動が必要

であることがわかります。 
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⑤ 現状から見える課題 

松山家庭裁判所大洲支部管内における成年後見制度申立件数及び市町長申立件数

は、全国の傾向と同様に年々増加しています。しかしながら本市では、市長申立件

数及び報酬費用の助成件数は増加傾向にはなく、年度によりばらつきがある状況で

す。これは地域住民や医療・福祉等の関係機関へ成年後見制度に関する周知が十分

に行えていないことが原因の一つと考えられることから、制度に関する周知・啓発

が今後の課題であると言えます。 

次に、「親なき後問題」や一人暮らしの障がい者を支える手段の一つとして成年

後見制度の利用が考えられ、今後ますます成年後見制度を必要とする方が増加する

と推測されます。 

そのため、制度の利用が必要となった方が、成年後見制度やその他の権利擁護支

援にスムーズに結びつくことができるよう、地域連携ネットワークを整備すること

が課題と考えます。 
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３ 成年後見制度利用促進にあたっての目標及び具体的な取組等 

 

基本目標 

本市における成年後見制度に関する課題を解決するためには、制度の利用促進につ

いて新たな仕組みを作っていく必要があります。成年後見制度を必要な方が利用でき

るよう、権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の整備を行います。 

  

具体的な取組 

（１）権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築 

成年後見制度の利用を促進するため、保健、福祉、医療に司法も含めた新たな仕組

みとして、「チーム」「協議会」「中核機関」を構成要素として、地域連携ネットワー

クを構築します。  

「地域連携ネットワーク」とは、成年後見制度の利用が必要な方を発見し、早期の

段階から相談を受け、対応を行うことで必要な支援につなげる役割があります。また、

意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制を構築する

役割も担います。 

 

ネットワーク 

構 成 要 素 
内  容 

チーム 

本人に身近な親族や保健・医療・福祉・地域の関係者、後見人がチ

ームとなり、本人を支える仕組みのこと。受任調整会議を行った事

例や後見人から相談があった場合など、必要に応じて「チーム会議」

を開催して支援体制を強化する。 

協議会 

専門職や関係機関が連携体制を強化し、相互に協力する体制づくり

を進める合議体のこと。協議会は、個々の「チーム」へのバックア

ップ体制の構築や地域課題の検討・調整・解決といった役割を担

う。協議会の運営は中核機関が行う。 

中核機関 

専門職による専門的助言等の支援の確保や協議会の事務局等、地域

連携ネットワークのコーディネートを担う機関。様々な相談に対応

できる法律・福祉等の専門知識や、幅広い関係者との信頼関係を維

持・発展させ、さらには地域における連携・対応強化を継続的に推

進していくことが求められる。 
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地域連携ネットワークのイメージ

弁護士会・司法書士会・

社会福祉士会等

社会福祉協議会

保健・福祉

医療関係団体

地域包括支援センター・

障がい者基幹相談支援センター等

愛媛県

家庭裁判所

協議会

中核機関
大洲市

民生委員・自治会等

チーム

連携・支援

委託

≪地域連携ネットワークの３つの役割≫

１権利擁護支援の必要な方の発見・支援

２早期の段階からの相談・対応体制の整備

３意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の

運用に資する支援体制の構築

・相談対応

・協議会の開催

・チームの支援

・家裁との連携

・後見人受任者

調整等の支援

司令塔機能

事務局機能

進行管理機能

 

 

 

チームのイメージ

ケアマネージャー

・相談支援専門員

後見人等 本人

（認知症高齢者等）

後見人等 本人

（障がい者）

サービス事業者

親族

地域住民地域包括支援センター等

医療機関 医療機関

親族

地域住民

相談支援専門員

サービス事業者

障がい者基幹相談

支援センター等

 

（２）中核機関の設置 

権利擁護支援の拡充及び成年後見制度の利用の促進を行っていくためには、全体構

想の設計やその実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う 「司令塔」的な役割

をもつ中核的な機関「中核機関」が必要となります。中核機関は他に、協議会の運営

を行う事務局機能、地域において「①権利擁護支援の方針についての検討・専門的判

断」「②本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断」「③モニタ

【図５】チームのイメージ 

【図４】地域連携ネットワークのイメージ 



87 

 

リング・バックアップの検討・専門的判断」を担保する進行管理機能の役割を担いま

す。本市では令和３年度末までの中核機関の設置に向け、司法関係者、医療・福祉関

係者、オブザーバーとして家庭裁判所にも協力いただき、準備を進めています。 

 

【中核機関の機能】 

中核機関は、以下に掲げる①広報機能、②相談機能、③成年後見制度利用促進機能、④

後見人支援機能の４つの機能について、段階的・計画的に整備するとともに、⑤不正防止

効果にも配慮します。本市では、成年後見制度が地域住民に浸透していない状況を踏まえ、

特に①広報機能について重点的に取組を進めます。 

 

① 広報機能 

パンフレットの配布や研修会の開催、各種イベント等での広報・啓発活動を通し、

制度の周知に努め、関係者や市民の制度理解を促進し、成年後見制度等の権利擁護

支援の必要な方が速やかに必要な支援につながるよう努めます。 

 

② 相談機能 

中核機関は地域の専門職や社会福祉協議会などの関係団体、家庭裁判所、行政な

どと連携をとりながら、成年後見制度に関する相談に応じます。 

権利擁護支援が必要な方について、後見等ニーズに気づいた方、地域包括支援セ

ンター、障がい者基幹相談支援センター、障害者相談支援事業所、司法関係者等か

らの相談に応じ、ニーズの精査やサービスの調整、関係機関へのつなぎなど、必要

な支援を行います。 

 

③－１ 成年後見制度利用促進機能（受任者調整（マッチング）等の支援） 

利用者がメリットを実感できる成年後見制度の運用を行うため、本人の現状や意

向を適切に把握し、財産管理のみならず、身上保護も重視した本人に合った後見人

等の選任を行います。  

 

③－２ 成年後見制度利用促進機能（担い手の育成・活動の促進） 

法人後見を実施する団体の確保・調整を行い、また法人後見支援員として活動す

る方に対するフォローアップ研修等を実施し、担い手を育成・支援します。 

 

【表４】法人後見事業受任団体数及び受任件数の目標値 

 

 

 

 

 

 【目標値】 

令和５年度末 

法人後見受任団体数 1か所 

法人後見による受任件数 

(後見・保佐・補助の合計) 
3人 
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③－３ 日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行 

日常生活自立支援事業等の関係制度と成年後見制度との連携を図り、補助・保佐

の積極的な利用と、日常生活自立支援事業から成年後見制度へのスムーズな移行を

進めます。 

 

④ 後見人支援機能 

後見人等からの日常的な相談に応じ、家庭裁判所と連携し、本人の意思、身上に

配慮した事務が行われるよう支援をします。また、専門的知見が必要な場合は、法

律・福祉の専門家と連携し支援をします。 

 

⑤ 不正防止効果 

地域連携ネットワークやチームでの見守り体制の整備により、親族後見人等が孤

立することなく、日常的に相談等をすることができるようになり、不正の発生を未

然に防ぐ効果があります。 

 

（３）成年後見制度市長申立と利用助成の実施 

成年後見制度利用支援事業による、市長申立、申立費用や報酬費用の助成を引き続

き実施し、障がい者の権利擁護を図ります。また、現在、報酬費用の助成対象は市長

申立を実施した方に限られていますが、市長申立以外の資力がない方についても助成

を受けられるように、対象の見直しを検討します。  

 

【表５】市長による申立ての見込値 

 

【表６】報酬費用助成の見込値 

   【見込値】 

令和２年度 

【見込値】 

令和３年度 

【見込値】 

令和４年度 

【見込値】 

令和５年度 

障がい者に関する 

市長申立の件数の見込値 
2件 2件 3件 3件 

 【見込値】 

令和２年度 

【見込値】 

令和３年度 

【見込値】 

令和４年度 

【見込値】 

令和５年度 

障がい者に関する 

報酬費用助成の見込値 
0件 1件 1件 2件 
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１ 連携・協力の確保 

 

障がい者施策は、福祉、保健・医療、教育、雇用、生活環境、情報等広範な分野にわた

っていることから、本計画を総合的かつ効果的に推進するため庁内相互はもとより、国、

県及びその他関係機関・団体並びに大洲市障がい者自立支援協議会と緊密な連携・協力を

図ります。 

 

 

 

２ 広報・啓発活動の推進 

 

（１）広報・啓発活動の推進 

本計画に基づく施策を市民の理解を得ながら推進するため、行政はもとより、民間

団体、マスメディア等の多様な機関との連携による幅広い広報・啓発活動を推進しま

す。 

また、障害者基本法に定められた障害者週間（毎年 12月３日から９日）等を通じて、

市民、ボランティア団体、障がい者団体など幅広い層による啓発活動を推進します。 

障がい者が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について市民の

理解を深め、誰もが障がい者等に自然と手助けすることのできる「心のバリアフリー」

を推進します。 

 

（２）障がい及び障がい者理解の促進 

障がい及び障がい者に対する市民の理解を促進するため、障がいの特性や必要な配

慮等について周知を図ります。 

また、幼児、児童、生徒について障害の有無に関わらず、相互理解を深めるための

活動を一層促進するとともに、小・中学校等の特別活動等における、障がい児に対す

る理解と認識を深めるための指導を推進します。 

さらに、福祉施設、教育機関等と地域住民等との日常的交流により、地域社会にお

ける障がい者への理解を促進します。 

 

（３）ボランティア活動等の推進 

児童、生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援

するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進します。 

また、障がい者自身のボランティア活動を促進します。 

 

第４章 推進体制 
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３ 計画の評価・管理 

 

障がい者施策の適切な企画、実施、評価及び見直し（ＰＤＣＡ※）の観点から、本計画の

推進にあたっては、大洲市障がい者自立支援協議会や各障がい者団体との意見交換等を通

じて、本計画の検証を行い、必要かつ効果的な施策・事業の実施に努めます。 

また、社会情勢の変化等により本計画の変更の必要性が生じた場合には、対象期間の途

中であっても、柔軟に見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＰＤＣＡ： 

Ｐｌａｎ（企画立案）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（企画

立案への反映）という一連のサイクルの頭文字をつなげたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

指標や 

取組内容の決定 

取組内容や 

施策の見直し 

計画に基づく 

取組内容の実施 

取組状況のチェック 

指標の達成状況の評価 

見直し   計画 

Action     Plan 

 

点検    実行 

Check     Do 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［策定に関する資料］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定に関する資料 
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平成２０年２月１日 

大洲市要綱第１２号 

 

   大洲市障がい者自立支援協議会設置要綱 

 

（設置）  

第１条  本市における相談事業を始めとする地域の障がい福祉に係る支

援体制の整備その他これらの事業に関する事項について協議し、もっ

てこれらの事業の円滑な実施及び推進に資するため、地域生活支援事

業実施要綱（厚生労働省社会・援護局平成１８年８月１日付障発第０

８０１００２号）の規定に基づき、大洲市障がい者自立支援協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。  

（所掌事項）  

第２条  協議会は、次に掲げる事項を協議する。  

⑴  地域相談支援体制の整備に関すること。  

⑵  地域生活支援体制の整備に関すること。  

⑶ 大洲市障がい者計画、大洲市障がい福祉計画及び大洲市障がい児福祉計画の検

討及び審議に関すること。 

⑷  その他障がい者自立支援に関する必要事項  

（組織）  

第３条  協議会は、１５人以内の委員をもって組織する。  

２  協議会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。  

⑴  地域福祉関係者  

⑵  保健・医療関係者  

⑶  教育・雇用関係機関  

⑷  障がい者（児）関係団体  

⑸  学識経験者  

⑹  その他市長が必要と認める者  

３  協議会の下部組織として専門部会を置く。専門部会の組織及び活動

等については、別に定める。  

（委員の任期等）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、前任者が欠けた場合にお

ける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うもの

とする。  

３  委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長）  

大洲市障がい者自立支援協議会設置要綱 
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第５条  協議会に会長及び副会長を各１人置く。  

２  会長は、委員の互選により定める。  

３  副会長は、会長が委員の中から指名する。  

４  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

５  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたとき

は、その職務を代理する。  

（会議）  

第６条  協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長とな

る。  

２  会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。た

だし、緊急を要する場合及び同一事件について再度招集してもなお半

数に達しないときは、この限りでない。  

３  議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。  

４  協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を

求め、その意見を聴くことができる。  

（庶務）  

第７条  協議会の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。  

（委任）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事

項は、会長が別に定める。  

附  則  

この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。  

附  則（平成２２年４月１日大洲市要綱第３１号）  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則（平成２４年７月１３日大洲市要綱第５３号） 

 この要綱は、平成２４年７月１３日から施行する。 

附 則（令和２年２月１２日大洲市要綱第５号） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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№ 所属団体 委員名 備 考 

1 大洲市社会福祉協議会 福住 隆敏  会長 

2 大洲市民生児童委員協議会 西尾 和子  副会長 

3 喜多医師会 大久保 博忠   

4 ハローワーク大洲 高須賀 哲一   

5 大洲市校長会 櫛部 昭彦   

6 大洲市教育支援委員会 堀井 良彦   

7 大洲手をつなぐ育成会 津田 芳德   

8 大洲市身体障がい者協議会 菊地 達雄   

9 大洲喜多家族会 河野 靜子   

（敬称略） 

大洲市障がい者自立支援協議会委員名簿 
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№ 所属団体 種  別 委員名 備 考 

１ 愛媛県弁護士会 弁護士 林 寛大  

２ 
成年後見センター 

リーガルサポートえひめ支部 
司法書士 竹本 厚良  

３ 
成年後見センター 

リーガルサポートえひめ支部 
司法書士 中川 徳男  

４ 愛媛県社会福祉士会 社会福祉士 山内 安良  

５ 松山家庭裁判所大洲支部 庶務課長 東 達也 オブザーバー 

６ 松山家庭裁判所大洲支部 裁判所書記官 中越 進一 オブザーバー 

（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大洲市成年後見制度利用促進準備会 委員名簿（案） 
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年 月 日 内    容 

令和２年 

５月～６月 

大洲市障がい福祉計画（第６期）・大洲市障がい児福祉計画（第２期）策定のため

アンケート調査実施 

 配布者 700人 回答者 365人 回答率 52.1％ 

７月 31日 

第１回大洲市障がい者自立支援協議会開催 

 委員９名を委嘱、会長・副会長の選任、計画策定の概要説明、大洲市障がい福

祉計画（第５期）・大洲市障がい児福祉計画（第１期）実施状況報告 

９月 14日～ 

 ９月 15日 

計画策定にあたり団体・事業所調査実施 

 ヒアリング実施 障害福祉サービス事業所：13事業所・障がい者団体：３団体 

10月 30日 

第２回大洲市障がい者自立支援協議会開催 

 大洲市障がい福祉計画（第６期）・大洲市障がい児福祉計画（第２期）【素案】・

大洲市障がい福祉計画（第６期）・大洲市障がい児福祉計画（第２期）策定のため

アンケート調査結果、団体及び事業所調査結果について説明・市長から協議会へ

諮問 

11月 24日 
大洲市議会全員協議会で、大洲市障がい福祉計画（第６期）・大洲市障がい児福祉

計画（第２期）【素案】について説明 

11月 27日 

第３回大洲市障がい者自立支援協議会開催 

 大洲市障がい福祉計画（第６期）・大洲市障がい児福祉計画（第２期）【素案・

修正版】の説明、承認 

12月 15日～ 

令和３年 

1月 15日 

パブリックコメント（意見募集）を実施 

１月 29日 

（承認日） 

第４回大洲市障がい者自立支援協議会開催【書面開催】 

 パブリックコメント（意見募集）の実施結果、大洲市障がい福祉計画（第６期）・

大洲市障がい児福祉計画（第２期）【原案】について承認 

２月 12日 
第５回大洲市障がい者自立支援協議会開催 

協議会から市長へ答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定の経過（大洲市障がい者自立支援協議会の開催状況等） 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大洲市障がい福祉計画（第６期） 

大洲市障がい児福祉計画（第２期） 
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